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開会挨拶

司会　徳永　祥子（立命館大学衣笠総合研究機構客員准教授）

司会　本日、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。2019
年度立命館大学人間科学研究所年次総会を始めさせていただきます。開会にあ
たりまして人間科学研究所所長の松田亮三よりご挨拶申し上げます。

開会挨拶
松田　亮三（立命館大学人間科学研究所所長 /産業社会学部教授）

皆さんこんにちは。本日は立命館大学人間科学研究所年次総会の方にご参集
いただきありがとうございます。シンポジウムに先立ち簡単にご挨拶させてい
ただきます。
人間科学研究所は人間の身体的・精神的諸機能に関わる諸問題、発達や人格
形成に関わる諸問題、社会福祉・教育・応用心理などの臨床的諸実践、並びに
対人援助に関わる諸問題、さらには生命・倫理・原理・人権などの人間と社会
に関わる諸問題についての総合的研究、という非常に幅広いテーマの研究に取
り組んでいる学際的な研究所です。いつもこの説明をすると息が切れてちょっ
と続かないのですけれども。
現在重点的に取り組んでいる領域としましては、まず法と対人援助に関する
研究があります。これには修復的な手法、冤罪救済、司法面接の支援などの研
究が含まれます。
次に、母親と子どもの社会的関係性を縦断的に観察していく、いばらきコ
ホート、複線径路等至性アプローチという質的な研究の手法を用いたキャリア
形成の検討などを行っていく、対人援助についての学融的研究という領域を設
定しています。これ以外にも男性介護者の支援、電子書籍普及と読書アクセシ
ビリティ、インクルーシブな医療のサービスのあり方、自閉症スペクトラム障
害の基礎的研究と領域プログラム開発、臨床行動分析、トラウマとレジリエン
スの検討、など本当にさまざまな研究課題に取り組んでおります。
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なお、研究所の拠点施設は現在京都の衣笠キャンパスにありますが、大阪い
ばらきキャンパスの方でも研究活動を進めており、マルチキャンパスな研究活
動を進めております。
さて研究所の紹介では、恒例としてポスターセッションとともに中心となる
学術企画を設けております。それが今から行われます子どもの社会的養育に関
する公開シンポジウムです。本シンポジウムはあとで登壇される中村正先生が
リードされている社会的養育プロジェクト、そして同プロジェクトが実施して
いるフォスタリング・ソーシャルワーク専門職講座が母体となっております。
この講座は里親支援のスペシャリスト養成を目指すもので、日本財団の助成を
受けて行っているものです。里親支援といった社会が求める新しい専門性を備
える人材を養成していくことは、これからの高等教育機関にとって重要な役割
の 1つであり、今回の講座には研究所としても大いに期待しております。この
取り組みを進める上でご協力いただいている日本財団様に改めて感謝申し上げ
ます。
今回のシンポジウムの課題は、日本社会が直面しているさまざまな主題の中
でも最も重要なものの 1つである家族に関するものです。社会的養育は長い議
論と制度のある分野ですが、近年より多くの人々が関心をもち議論する課題と
なってきました。その中で複雑な家族関係が日本よりはるかに一般化している
フランスの情報を伺い、日本の取り組みを考える今回のシンポジウムで何が発
せられるのか、私としても大いに関心を持っています。
最後になりますが、基調報告をしていただく高橋さん、安發さん、講座を企
画・実施していただいている中村先生、徳永先生に改めて御礼申し上げます。
そして本日のシンポジウムの議論が参加者の皆さまに有意義なものとなること
を願っております。以上で私のご挨拶といたします。ご清聴ありがとうござい
ました。





　　　中村　　正（立命館大学産業社会学部教授）
　　　高橋恵里子（日本財団　国内開発事業部チームリーダー）
　　　安發　明子（フランス在住コーディネーター）

第 1章
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企画趣旨

中村　皆さんこんにちは。お越しいただきありがとうございます。当プロジェ
クトは、所長の方から述べられた背景をもつ、人間科学研究所の一角にあるひ
とつのプロジェクトです。今年度から日本財団の支援によって各講座が成り
立っています。もともと日本財団が力を入れて取り組んでいる多様な社会的養
護に関する取り組みのなかにあります。社会的養育について厚生労働省が大き
な政策転換をはかってきたことに呼応しています。日本社会が持っていた積年
の課題でもあります。
あとで高橋様より詳細なご紹介があります。このプロジェクトでは「社会的
養護」という言葉と「社会的養育」という言葉を使い分けています。全体とし
ては「社会的養育」という言葉で、護るだけではないだろうという私たちの思
いがあって「社会的養育」という言葉を使っています。
それと何か特別なニーズがある子どもたちに対する社会からの発達保障とい
うことだけではなくて、ユニバーサルには社会的養育へと仕組みを整えていか
ないと、単に虐待対応とかDV対応、特別ニーズというだけではなくて、社会
が責任をもって子どもを育てあげていくというユニバーサルな仕組みをどう作
るかということと関わって意識して社会的養育という言葉を使っています。事
件としては虐待対応というテーマが社会的養護として浮かび上がってくるの
で、どう対応しようかというのは大変分かりやすい言い方です。でもそれだけ
だと狭いとも思っています。つまり、成人規定も変更されましたが、18 歳ま
での青年の自立をきちんと保障するというユニバーサルな社会的養育の仕組み
をどう作り上げていくかがカギです。虐待があろうとなかろうと、もともと必
要なテーマであったと思うのです。長く取り組みをしてきた日本財団の取り組
みに敬意を表するとともに、学術機関としての大学として連携・協力できるこ
とがあるとしたら、基本は教育・研究の機能を発揮することです。社会的養育
や社会的養護の研究は各大学で盛んだと思います。そこで、現在、社会的養育
の任についている方々の職業行動を洗練させるということも大事ではないかと
考え、現職者の高度化に資するプログラムを開発しようと計画をしたのです。
通例「社会人講座」と呼んでいますが、それだけではなさそうなテーマもそ
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こにあります。社会人に大学教育を開くというだけではなくてです。自問した
ことは、専門職として実践している社会人に開けるほどに、実践理論としての
研究は大学は質が高くないことです。これはやはり大学教育の反省です。専門
職の方々と一緒に協働する中で、大学教育も鍛えられると考えたのです。何か
社会人に門戸を開くという言い方は、上から目線です。なぜかというと「偉そ
う」だからです。そうではなくて、大学それ自身が一緒に何かをしながら絶え
ず学術知をリフレッシュしていく、再構成していく取り組みの機会と場を提供
することにしたいと考え、省察的実践者、科学的実践者としての職業行動の洗
練化に資するような知の生成の場にすることを目指しました。
そういう点では、この社会的養育に関わる専門の人たちはたくさんのお仕事
があるので、そこに対して一様に講座を作ることで 2019 年 8 月からこの講座
を動かしました。各地の児童相談所や児童養護施設で里親指導にかかわる社会
的養育の任にある社会人が対象です。半年間の講座です。ゼミナールも付けて
いますので、1回 4時間ぐらいやっています。今日もその講師の先生方がお越
しです。専門的な知識を知識として教育しながら、事例をベースに研究会のよ
うな講座をしています。事例は里親・里子の事例です。社会的養育の事例研究
としています。守秘義務の関連で、現在担当されている事例ももちろんありま
すが、架空の事例もあります。いろんなケースを持ち寄っていただいて、一緒
に勉強しながら半年間かけて講座をしていきます。フォスタリングにかかわる
ソーシャルワーカーの養成講座という位置づけです。
20 人の定員を設定させてもらって、一挙に集まりました。勉強したいなと
いう方々が熱心に来てくれています。ニーズがあるのがよく分かりました。こ
れを数年続けることによって日本のフォスタリングソーシャルワーカー、社会
的養育の媒介者となる人たちのリーダーを養成したいなと思っています。当面
は五年間です。全部で 100 人の修了生を目指します。さらにフォローアップの
事例検討会も継続するので、社会的養育をささえる実践家集団を形成していく
計画です。
大学にノウハウがあるわけではなくて、一緒に協働しながら取り組んでいき
たいなという、新しいタイプの講座を設けることができました。そういう形で
やっているものの、背景なりその方向性なりを今日は皆さんと共有したいと
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思っているところです。
残念ながらその講座の受講生たちは平日ですので、今は児童相談所などでお
仕事していますので、もう少し一般的に開放する形で共有します。
併せて参照軸としてヨーロッパの取り組みにも学びたいと思い、今日はわざ
わざこのためにフランスから講師をお招きしました。あとで詳細にお話しして
いただきます。とはいってもこれは日本の常として心しておきたいのですが、
「フランスは進んでいる」という比較研究はしたくありません。私たちがどう
するかという観点でフランスの経験を学ぶ必要があると考えました。ため息つ
いて終わりのようなシンポジウムにはしません。それでどうするのだというこ
とについてみんなで考えたいなと思っています。シンポジウムではそのことも
含めて皆さんとともに考えていきたいなと思っています。
ため息ついて終わりは、もう戦後あるいは日本の近代の 100 年そんなこと
ばっかりだったのです。日本でどうするかということについて日本財団が 1つ
の答えをお持ちです。そのこともありながら私たちと一緒に考えていきます。
そんな機会にしたいなと思っています。どうぞ最後までお付き合いいただけれ
ばと思います。最後は懇親会をします。どうぞ参加してください。長丁場です
が、お付き合いしていただければと思っています。
それではご案内の通りの順番で話をしていただければと思います。あえて紹
介はせずに、ご自分で取り組みの話をしていただけると思いますので、よろし
くお願いします。高橋さんから一応 40 分ずつぐらい話しをしてもらうことに
なっていますので、よろしくお願いします。
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基調講演①　日本における里親委託及び養子縁組の現状

高橋　恵里子（日本財団　国内開発事業部チームリーダー）

皆さんこんにちは。日本財団の高橋と申します。ちょっと中村先生の期待が
大きすぎて、その期待に応えられるお話ができるかどうか自信がないのですけ
れども、40 分ほどお話をさせていただきたいと思います。
私は日本財団に入りましてもう長いのですけれども、もともと海外の障害者
の仕事をしておりまして、障害の世界でもいろんな方々に出会ってきました。
子どもに関係する仕事をやりだしたのは、自分が子育てをしていたのがきっか
けでして、その自分の子どもを育てている中で、じゃあ生みの親に育ててもら
えない子どもってどうしているんだろうなっていうのが気になりまして、日本
財団そのものは里親に対する支援というのは前からしていたのですけれども、
こういったことを是非やりたいということで会社の中でプレゼンして、今の事
業の取り組みを始めたということになっております。
まず初めに、このような機会をいただきました立命館大学人間科学研究所の
松田先生、中村先生に大変ありがたく思っております。先生がおっしゃった通
りフォスタリングソーシャルワーカーという教育講座を今年度からお願いして
やっていただいているのですが、いろいろ考える中で例えば介護とか介護福祉
士とか精神衛生福祉とか、そういう資格って日本にあるんですけれども、子ど
もに特化した子ども福祉士みたいな仕事っていうのは今日本にないのです。本
当はそういった国家資格が日本にあってもいいのではないかなと私は思ってい
るのですが、今回はとりあえずフォスタリングというちょっと狭いですが、里
親に関する部分の…でも、いま講座では里親だけではなくすごく広く取り組ん
でいただいているのですが、これから子どものこととか家庭支援とかそういっ
た部分の、子どもにいろんな資格を持てるようなそういった講座を日本でも
作っていけたらいいのではないかなと思っておりまして、今やっていただいて
いるのはその第一歩になるといいなと思っております。それでは中身に入らせ
ていただこうと思います。
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今日の話の流れ
今日の話の流れなのですが、まず
社会的養育と里親と養子縁組につい
てお話をさせていただきます。それ
から日本財団でありました養子縁組
調査と里親調査がありますので、そ
れの紹介をして、最後に日本財団の
取り組みと今後の課題ということで
お話をしていきたいと思っています。

1．社会的養育、里親と養子縁組について
まず「社会的養育」と「社会的養
護」という言葉なのですけれども、
もともと社会的養護という言葉を非
常に日本では使っていまして、いわ
ゆる生みの親と暮らすことができな
い分離された子どもたちのことに提
供する用語を「社会的養護」と言い
ます。「社会的養育」というのは、新
しい社会的養育ビジョンというのが
2017 年に出まして、そのときから使
われている言葉なのですけれども、
分離された子どもだけではなくても
うちょっと広く、例えば母子で暮ら
していても支援を必要とするような
子どもたち、そういった子どもたちにもやっぱり支援を提供するというような
考えから、「社会的養育」という言葉を使うようになっています。
こういった社会的養護を必要とする子どもは、いま日本に約 45,000 人おり
ますが、これは世界的に見ると非常に少なくて、分離されている子どもは日本
では少ないというのが実態です。ただ 45,000 人の中に日本では他に障害者入

3

9,632 

4
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所施設というのがあるのですけれども、ここに約 9,600 人の子どもがいますの
で、これも世界的に見ると「家にはいない子ども」ということで、やっぱり社
会的養育に含まれるべきではないかと私自身は思っています。
国際的にはこれは代替的養育、Children in Alternative Care という言葉を

使うのが一般的です。国連ではこういった言葉を使っています。この「代替
的」というのはそもそも代えのものという意味で、本来は子どもって生みの親
のもとで育つ努力をするべきであると。それに失敗した場合は、養子縁組など
の恒久的な解決策を探るのが国家の使命である。その解決策を探る間、もしや
それが不可能な間に提供するべきなのが代替的養育ということで、あくまで代
わりの養育というような定義になっています。ですので子どもを保護して施設
に措置したら終わりではなくて、子どもに恒久的な家庭を与えるまでが国の責
務というのが、本来の国連の考え方です。
日本ではこの「パーマネンシー」という考えはずっとなかったのですけれど
も、この「新しい社会的養育ビジョン」というのが出たときに、初めて国の方
針として明示されています。
国際的な考え方なのですけれども、子どもの権利条約や障害者権利条約、そ
れから国連子どもの代替的養育ガイドラインというのがあるのですけれども、
ここで概ね「子どもには家庭で生活する権利がある」というふうにされていま
す。
また EU がその地域政策として、
EUでもこれまで障害者とかメンタ
ルヘルスを持っている方々とか、あ
とは高齢者、子どもが隔離されてい
た施設というのがあったけれども、
基本的にはこういったものは廃止し
て地域や家庭に根差したサービスに
変更していくというようなポリシーを掲げています。
だからといっていわゆる施設が全部だめということではなくて、小規模で家
庭的な施設については、家庭を基盤とする養育を補完するものとしてもちろん
必要であると。英語では institution という言葉を使うのですけれども、明確

•

•

•

•

•

5
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な定義はないのですが、比較的規模が大きめ、あとは地域から隔離されている
とか、子どもとか高齢者の個別のニーズに基づいたケアができない、そういっ
た性質を持つ施設を意味しています。このDI という意味は、ですから施設を
全部なくすという意味ではなくて、そういった大規模な施設をグループホーム
みたいな地域に移行していくものとか、そういったものも含めた概念にして、
いわゆる入居施設：Residential Care を全部否定するというものではありませ
ん。institution という定義は国際的にはないんですけれども、アメリカでは
12 人以上のものを institution というふうに定義しています。
「新しい社会的養育ビジョン」というのが厚労省から出ているのですが、こ
れでももちろん施設というものは否定しておらず、6歳から 18 歳の学童期は、
施設養育が今は 8割程度なのを 5割まで認めましょうと、下げましょうと言っ
ております。私自身は大切なのはやっぱり選択肢を増やしていくことかなと
思っています。
ただ国際的に乳幼児に施設養育が
もたらすリスクというのは広く認識
されておりまして、国連のガイドラ
インでも幼い児童、特に 3 歳未満の
養護は家庭を基本とした環境で提供
されるべきというふうにされていま
す。ユニセフが出している報告書が
あるのですけれども、こちらでも原則として乳幼児が施設で養育されると、3
カ月で 1カ月間の発達が遅れるとされていまして、ユニセフなんかは 3歳未満
の子どもの施設措置を終わらせるというようなレポート出したりしています。
日本の社会的養護の現状なのです
けれども、まず大きく分けて施設養
護と家庭養護と先ほど言っているよ
うなものがあります。ざっくり言う
と乳児院という 0 歳から 2 歳までの
子どもが入っているところと、3 歳
から 18 歳までの子どもが入っている

7
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児童養護施設があります。家庭養護については里親、それからファミリーホー
ムというのは日本独自の制度なのですけれども、5人から 6人ぐらいの規模の
子どもを見ているちょっと家庭が大きくなったものです。それから養子縁組に
ついては、これも日本では普通養子縁組と特別養子縁組という 2つの制度がご
ざいます。
次に養子縁組との里親制度の違い
なのですが、日本は割りと里親が養
子縁組に近いようなイメージを持っ
ている方が多くて、里親というと子
どもを無償で大きくなるまで預かる
みたいなイメージを持っている方が、
日本財団の調査でも 4割ぐらいいる
ことが分かっていますが、制度的には明確に違います。
養子縁組は一言でいうと法律的に親子関係が発生するというのがありまし
て、それに対して里親は法律的な親子関係は発生しません。養子縁組の中でも
特別養子縁組というのは比較的新しい、30 年ぐらい前からできた制度なので
すけれども、これは保護を必要とする子どものための制度でして、生みの親と
の法的関係がなくなる養子縁組になります。それに対して普通養子縁組という
のは、生みの親と育ての親とともに法律的には親子関係が存在すると。けれど
も親権については育ての親に移動するという形になっています。
あとは、里親は原則として 18 歳までですけれども、養子縁組は基本的には
養子縁組すればずっと親子関係が続くということと、里親については里親手当
というのが支給されます。これは 86,000 円ですけれども今度から 90,000 円に
なります。それから 2人目の手当が 43,000 円で、2人目はこれまで半額だった
のですが、2人目についても 90,000 円支給されるということが最近決まりまし
たので、これも里親の方に力を入れていこうというような姿勢は一応出してお
ります。でも施設の方もより手厚くしていって、より子どものケアを丁寧にで
きるような手当を付けていくというような方針になっています。
では日本の養子縁組についてお話ししようと思うのですけれども、養子縁組
の仲介は都道府県の児童相談所か民間の養子縁組団体が実施しています。児童
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相談所の仲介を希望する場合は、養
子縁組里親として登録することに
なっていまして、これはちょっと混
乱して紛らわしいのではないかなと
私は思っているのですが、養子縁組
と里親の登録をきっかり分けている
国というのもあります。
養子縁組里親の登録は 3,781 世帯に対して、養子が委託されている世帯が
300 世帯ぐらいということで、基本的には子どもを待っている夫婦の方が多い
というのが日本の現状でして、里親登録に来る人のほとんどが養子縁組を希望
している方が多いというふうに聞いています。
委託される子どもの年齢は、0歳から 18 歳まで理論的には可能なのですけ
れども、実際に多いのは 3 歳ぐらいまで。養子縁組あっせん法というのが
2017 年に施行されまして、民間の養子縁組団体はそれまで届け出れば誰でも
できるという感じだったのですけれども、このときから許可制になりました。
やっぱり金銭的な問題ですとか、あとは養子さんの研修ですとか、そういった
いろいろな問題がありまして許可制になったというのが実態です。
登録している団体はいま日本で 22 団体。民間団体の場合は、ほとんどが新
生児の委託が多いです。児童相談所と一緒にやっているいくつかの団体につい
ては、児童相談所と同じ扱いなので少し上の年齢の子もいます。
この養子縁組というのが、日本ではパーマネンシーという意味でなかなか児
童福祉といして使われていなかったというのが、私なんかは問題と思っており
まして、これをもっと児童福祉として位置づけるべきだという運動を日本財団
の方ではしばらくやっておりました。厚生労働省さんの方でもこういった制度
をもう少し日本で増やしていこうというような取り組みをしてくださいまし
て、調査をしたときに特別養子縁組を選択肢として検討すべきなのに行えてい
ない事案、要は子どもの親がほぼ交流がないのに養子縁組ができていないとい
う事案については、調べたところ 2年間で 298 件。なぜできないかというと、
その実親の同意要件が 205 件。つまり実親が同意しないという要件が一番多
かったと。それから年齢が 6歳未満までしか特別養子縁組はできなかったので

•

•

9
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すけれども、それが 46 件というような結果が出ておりました。
こういった部分を解決しようとい
うことで、特別養子縁組についての
民法が 2019 年に改正されまして今年
の 4 月から施行になります。特別養
子縁組になる子どもの年齢が 6歳未
満から 15 歳未満になりまして、児童
相談所所長が家裁に申し立てること
が可能になったというのは、ちょっと説明すると長いのですが、養子縁組とい
うのは基本的に実親さんが同意しなければまずできない。当たり前です。だけ
ど例えば親が子どもを施設に預けっぱなしで行方不明になったとか、全く会い
にこなくて養育する気持ちがない。それにも拘わらず養子縁組に同意しないと
いうようなケースについては、児童相談所の所長さんがこの子はもう養子縁組
に行くべきだというふうに家裁に申し立てれば、家裁の許可を得て養子縁組機
関に委託できるというような、つまり実親側の親権を制限するような制度がで
きました。これは今年の 4月から施行になります。
厚労省が 5年ごとに社会的養護に行く子どもたちの調査をしているのです
が、最近その報告があったのですけれども、いま日本は乳児院に 3,000 人ぐら
い子どもがいますが、そのうち 650 人は親との交流がない。173 人は親が死亡。
こういった子どもたちを養子縁組や長期里親委託につなげていくのが今後の課
題ではないかと、私は思っております。
これは民間の許可を得ているあっせん団体の一覧で、いま厚生労働省のホー
ムページでも見ることができます。
それから特別養子縁組の容認件数
の推移なのですけれども、制度がで
きたときは駆け込みで 1,000 件以上
件数があったのですが、2000 年代に
入ってからはだいたい年間 300 件ぐ
らいで、社会的養護にいる子どもの
数から考えると非常に低い割合で推
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移してきました。しかし 2013 年ぐらいから少しずつ増え出しておりまして、
2018 年が 600 件で 2倍ぐらいにはなってきているというような状況です。
里親制度について非常にざっくり
とした説明なのですけれども、これ
は都道府県が実施しているもので、
養子縁組とは違って民間がすること
はできないです。
日本は種類については養育里親と
専門里親と養子縁組里親と親族里親
などがありますが、親族里親はまだ少なめで、養育里親それから養子縁組里親
がメインでしょうか。それから先ほど申し上げたファミリーホームという 5人
から 6人の子どもを受け入れる制度があります。子どもの年齢は 0歳から 18
歳までで、里親手当てや子どもの生活費が支給されるというふうな状況です。
社会的養護の現状として国際的な
里親委託を比べた表で、これは非常
に古い 2010 年のものなのですけれど
も、これしか今のところ公式に出て
いるものがないのですが、イギリス
とか今日お話しいただくフランスだ
と 50 パーセントぐらいです。イギリ
スだと 7割ぐらい、アメリカも 7割ぐらいということに比べまして、日本の里
親委託率はこのとき 12 パーセントで、今は 19 パーセント、20 パーセント弱
ぐらいまで一応きています。そういう中でやっぱり国際的にも施設が果たして
きた役割は非常に多く、家庭に委託
するという児童福祉がなかなか無
かったというような状況になります。
都道府県別の里親委託率の差が非
常に大きくて、最大の新潟が 51 パー
セントに対して最小は 8.3 パーセン
トと。だから児童相談所の気持ちと
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か地域にある施設の数とかによって変わってくるということだと思います。こ
の間イギリスから来た研究者の方が言っていたのが、日本は小学校の教育なん
かはどこの地域に行っても都会でも同じなのに、どうしてこんなに委託率が違
うのですかと質問されたのですけれども、やっぱり子どもが家庭で育つ権利と
いうものが認識されていないのかなと。教育を受ける権利というのはきちんと
認識されているのだと思うのですけれども、そういうようなことを私は思いま
した。
それから日本の社会的養護の児童
数の推移なのですが、一貫してほと
んど変わっておらず 45,000 人ぐらい
です。緑のラインが児童養護施設な
ので、ちょっと上がったり下がった
りという感じで、トータルで見ると
里親とファミリーホームが少しずつ
ですが、本当に年間 1パーセントずつぐらい増えているというような状況にあ
ります。
海外ですと、虐待の通報が増えだしたころから社会的養護に入ってくる子ど
もというのは一般的に増えているのですけれども、日本の場合は虐待通報はす
ごく増えているのに社会的養護の数が変わっていないというのが特徴で、やっ
ぱり本来はおそらく保護されるべき子どもが、まだ家庭にいるという状況があ
るのかなというふうな印象を持っています。
これは虐待の現状なのですけれど
も、30 年前は 1,000 件ぐらいだった
ものが今は 160,000 件というような
状況になっています。
社会的養育のこれまでの主な経緯
なのですが、先ほど申し上げた通り、
施設での養育が基本的にずっと多
かったです。2011 年に里親委託ガイドラインというのが出まして、里親優先
の方針というのがここで一応厚労省から示されています。

30 150
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2016 年の改正児童福祉法というの
が大きかったのですけれども、児童
福祉法というのはできてからずっと
40 年ぐらい理念が変わっていなかっ
たのですけれども、このときに理念
の部分を当時の塩崎さんという厚生
労働大臣の方が変えまして、ここに
「子どもの権利」という言葉を入れたのと、子どもの家庭養育の優先というの
を理念に書き込んだというのが大きかったです。
あとは養子縁組というのが、それまでは児童相談所の業務としては明確には
書いていなかったのですけれども、それが児童福祉法の中に書かれたというこ
とで、児童相談所の業務として位置づけられました。その前に児童相談所がど
のぐらい養子縁組の業務をしているかという調査をしたところ、6割ぐらいは
やっていたけれども 4割はやっていなかったというような調査がありました。
同じ年に先ほど申し上げた養子縁組あっせん法が成立しまして、それから
2017 年に新しい社会的養育ビジョンというのが発表されます。これは改正児
童福祉法の理念を実現に移すための手段として作られたものでして、いろんな
部分が、いろんなものが入っているのですけれども、一番話題になったのが里
親委託率と特別養子縁組あたりの数値でして、5年以内に 3歳未満の子どもた
ち、それから 7年以内に未就学児の子どもたちの里親委託率 75 パーセントを
目指すと。特別養子縁組は 5年間で倍増の年間 1,000 件の成立を目指すという
ことで、目標値が一応出ております。
2019 年に特別養子縁組に関わる民法改正が成立して、今年施行です。先ほ
どのビジョンに基づいて今年の 3月に、都道府県が社会的養育推進計画を策定
することになっておりまして、それぞれまた数値目標というものを都道府県が
出すことになっています。そして 4月からこの計画がスタートするということ
なので、今年はすごく節目の年になるなあというふうに感じています。
この「新しい社会的養育ビジョン」の内容なのですけれども、非常に幅広い
です。里親委託のところがすごく話題になるのですけれども、大きいのは市区
町村が子どもの養育に責任を持ってねというような部分を書きまして、家庭支

•

•

•

•
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援総合拠点というのを作ってくださ
いと言ったのが、実は非常に大きい
のではないかなと感じております。
それが 1番です。それから 2番目に、
児童相談所の改革と一時保護所の改
革。児童相談所の専門性の向上と、
いま児童相談所の職員さんって介入
から支援から全てを担当して非常に大変なのですけれども、そういった部分を
それぞれ専門性を分離して向上させること。そして 3 つ目が里親支援です。
フォスタリング機関…民間のフォスタリング機関もしくは児童相談所でもいい
ですけれども、そういったものをきちんと都道府県に作るということと、里親
制度を変えていくこと。それから 4つ目が、長期的な家族関係の提供というこ
とで、これが先ほど申し上げたパーマネンシ―保障ということで、家庭復帰計
画を立てて子どもたちが家庭に帰れるように遂行すると。家庭復帰を目指す。
これがなかなか日本では今できてないなというふうに私は思っています。それ
が不可能なときには特別養子縁組に移行するというような考え方です。
5 つ目が、乳幼児家庭養育の徹底
ということで、先ほど申し上げたよ
うに未就学児は基本的に家庭養育を
目指すというところ。それから 6 つ
目が施設改革。子どものニーズが施
設にある場合は、もちろん原則とし
て少人数で地域の中で家庭的に暮ら
せる場を提供していくということ。それから自立支援です。社会的養護を経て
きた子どもたちの後が厳しいことはよく知られておりますので、こうした子ど
もたちを支えるためにはどうしたらいいか。それから 8番目が、専門家の人材
育成と専門性の向上。そして 9つ目に都道府県計画の見直しと国による支援と
いう、非常に幅広い内容のビジョンになっています。
今の里親委託率と施設のパーセンテージを出してみた図がこちらで、この下
の部分がビジョンの数値目標を果たしたらどうなるかを示したものです。6歳
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以下は家庭が多く、それ以降は一応半分ぐらいを目指しましょうというような
目標に今のところはなっています。
これは日本財団がやった調査で、
日本の子ども 1人あたりの家庭養育、
施設養育のコストを調べたものなの
ですが、数字が出ているのが東京都
と大阪府で、そちらの方の数字を使
いました。東京と大阪でたぶん提供
の仕方が違うので数字も違ってきて
しまっているのですけれども、里親
養育ですとだいたい年間 140 万円か
ら 180 万円ぐらい。ファミリーホー
ムですと 280 万円から 350 万円ぐら
い。児童養護施設が 450 万円から
470 万円ぐらい。乳児院になります
と、大阪府ですと 1,000 万円ぐらい
子ども一人当たりに掛かっているような試算になりました。
これを見ますと、家庭養育の方がコストが安いということなのですが、もち
ろん安ければいいということではなく、もし例えばこれから里親養育に移って
いった場合、コストが削減されてよかったではなくて、里親を支えるための
フォスタリング機関ですとか研修ですとか、そういった制度にここの差額を充
てていくことが非常に必要だなと思っておりまして、そしてもちろん母子支援
をすることで社会的養護、いわゆる分離される子どもを減らしていくというこ
とも必要だと思っています。

2．養子縁組調査と里親調査から
では、日本財団が実施した養子縁組に関する調査をご報告したいと思いま
す。養子縁組家庭ってなかなか一般の家庭になってしまうので、あとを追う調
査というものが難しく、これまで民間団体がやったものはあったのですけれど
も、いくつかの民間団体ですとかもしくは里親とか児童相談所を経た養子縁組
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を横断的に追ったものはなかったの
で、ぜひそういったものをやってみ
たいなということで、思いつく限り
の団体さんに声をかけて、あとは全
国里親会にも声を掛けてこの調査を
2016 年にいたしました。
この調査の結果ですけれども、養
親の 95 パーセントは子どもを育てて
よかったと感じている。それから子
どもの 9割は養父母に育てられてよ
かったと感じているという結果にな
りました。それから「親から愛され
ていると思う」という数字も高くて、
いわゆる一般の子どもたちに比べて
も、養子縁組みした子どもの方が「親
から愛されていると思う」という割
合が高いという結果が出ました。
それから子どものうち 26 パーセン
トですから、4 分の 1 ぐらいは養子
であることで嫌な思いをしたことが
あって、そういった意味ではなかな
かこの養子縁組というものが日本の
中で少し特殊なのかなという気がし
ます。
あとは調査に答えてくれた子ども
については、少なくとも 92 パーセン
トが養子であることを知っていまし
て、子ども自身の 83 パーセントは
「真実告知を受けてよかったと思っている」というような数字になりました。
よくないと言った人もいたので、どうしてよくないと思ったのかは、少しこれ

22
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から掘り下げられるといいなと思い
ます。
あとは子どもの幸福度を聞いてみ
たのですけれども、10 が幸福で 0が
幸福でないという方ですが、「幸福」
というふうに答える割合が、一般の
世代と比べると養親の方が高いとい
うような結果になりました。
この調査に答えてくれた養子たち
は、15 歳以上であれば非常に年齢の
高い 50 代の方もいたのですけれど
も、そういった方々に生活保護を受
給しているかという質問をしたとこ
ろ、受給しているのは 1.2 パーセン
トで、いわゆる今の調査と比較して
もほぼ差はないというような状態に
なりました。
これに対して児童養護施設を退所
した方たちの東京都における実態調
査を比較しますと、生活保護の受給
者は 10 パーセントになります。施設
を出て 10 年の方が対象なので、だい
たい 20 代の子どもたちがこういうこ
とになっているということなのだと
思うのですけれども、一般の 20 代の
生活保護受給率は 0.47 パーセントで
すので、比較しますとやっぱり児童
養護施設を出た子どもたちが非常に
厳しいというような状況が分かるか
と思います。
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それ以外にもいろいろ制度やアフ
ターケアについての要望を聞いたの
ですが、共通して言えるのは、相談
する場がほしいですとか、当事者の
交流がないとか、あとは生みの親や
施設に関する情報提供の仕組みがな
い。それから養子側は、やっぱり相
談できる人がほしいとか、その生い
立ちを知るような仕組みがほしいと
いうような要望が出ていました。
これは養子縁組をした親たちの声
なので全部読みませんけれども、日
本財団のホームページにもこの調査
がまとめてありまして、後ろの方に
自由記述もありますので、もしご興
味があれば読んでいただければと思
います。
因みにこれは里親に関する調査な
のですけれども、里親の幸福度とい
うのが実は非常に高くて、平均は 8.22
で、里親のこの調査を見ますと、す
ごくいろいろ苦労したというような
コメントがあるんですけれども、そ
れでも幸福度は高い。やっぱりそれ
なりにやりがいのあることをやって
いるというふうに感じている方が多
いのではないかなと思っています。
日本財団がやりました里親「意向」
に関する意識・実態調査をご紹介し
たいと思います。これは 10,000 人を対象にインターネットでやった調査なの

(16 )

18

18

30
(29 )

(29 )

(27 )
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ですけれども、全国的には 6.3 パー
セントが「里親になってみたい」「ど
ちらかというと里親になってみたい」
と回答しました。6.3 パーセントとい
うのは少ないなと思うかもしれませ
んけれども、世帯数で考えますと、
だいたい日本で約 100 万世帯にあた
るので、100 万世帯が潜在的に里親になる気持ちがあるというふうに推定され
ます。
問題なのは、その里親制度につい
てほとんどの人が正確に理解してい
ないという点でして、例えば生活費
として養育費が支給されるとか、2
カ月の短期間でもできるとか、結婚
していなくてもできるなどがござい
ます。「日本では里親を必要としてい
る子どもが 30,000 人いるということを知っている」と答えた方は非常に少な
くて、例えば短期間の里親もあるし、経済的な手当もあるんだと言うと、自分
でもできるかなということで里親意向が高まる層があるということが分かりま
した。
これがその現状を知ったことで里
親意向がどのぐらい高まるかという
のを、アンケートで答えて知っても
らった後にもう 1回聞いたのですけ
れども、そうすると里親になっても
いいかなと思う層が増える。里親に
やっぱりなれないなと思う層もいた
んですけれども、なってもいいなという層もいまして、統計的には最終的な意
向者は 12 パーセントという推計になりました。ですからやはりその制度を正
しく知ってもらうことが重要だなと思います。

• 2018 1

• 6.3%

• 30 60 1,781
6% 100

34

35

1.9%

2 2.6%
2 2.7%
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その中でも最も里親意向が高まっ
たのが、やっぱり子どもの写真と紹
介でして、これは実際の子どもでは
ないんですけれども、この子が家庭
を必要としているのだと思うことで、
やっぱり自分にもできるかなと思う
気持ちが高まるということがありま
す。
ちょっと先進自治体の取り組みを
紹介したいなと思ったのですけれど
も、明石市が去年から児童相談所を
設置しまして、中核市としては 3 つ
目です。ここは「明石里親 100％プ
ロジェクト」という、未就学児につ
いては里親 100 パーセントを目指す
というすごい取り組みを始めていま
して、28 小学校区に既に 18 校区里
親がいるということで、小学校は全
国に 20,000 ぐらいありますので、こ
ういうふうにやっていったらすごく
広がる可能性があるなと思って、こ
のあいだ話を聞いて感心していまし
た。
ここはさらに本屋と提携してブックカバーを作ったりとか、広報誌を作った
りとか、それだけではなく児童相談所の方で里親の登録をする研修を年に 6回
とか 4回とかやっていて、やっぱりそういう地道なことをやっていけば、必ず
里親登録は増えていくものだと思っています。

3．日本財団の取り組みと今後の課題
では、日本財団の取り組みと今後の課題をご紹介させていただきます。「全
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ての子どもにあたたかい家庭を」を
モットーに、特別養子縁組や里親養
育などの普及推進をしておりまして、
それ以外にも妊娠 SOS の支援なども
しています。政策提言をしたり要望
を書いて持っていったりとか、あと
は研究をして提言書をまとめたりと
かそういったこともしております。
あとは 4 月 4 日は養子の日としてイ
ベントをしたりとか、フォスタリン
グマークという里親推進フォスタリ
ングマークを作って、それを使って
活動したりそんなことをしています。
今年の 4 月 4 日には、東京なのです
けれどもまた養子縁組のイベントをいたします。
あとはフォスタリング機関、いわ
ゆる里親をリクルートからアセスメ
ントから研修から支援まで全部一括
的にやるという事業です。ビジョン
では 2020 年度までに都道府県に設置
を目指すとしているのですけれども、
長野県のうえだみなみ乳児院という
ところが 3年ぐらい前からフォスタリング機関への機能転換を目指してやって
いまして、里親世帯はどんどん増えていると。それ以外にもいま 10 団体ぐら
いモデルとして支援していまして、日本財団で研修をしたりとかネットワーク
会議を実施したりしています。
あとは人材の育成ということで、先ほどからお話ししている立命館大学での
講座、それからフォスタリング・チェンジという里親さん向けの 12 週連続の
研修がありまして、このファシリテーターを 100 人既に養成したので、この
方々がいま全国で里親さんを対象とした講座を開いていらっしゃいます。そし

40
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て先ほど申し上げた通り、フォスタ
リング機関向けの研修なども行って
います。
調査研究と政策提言ということで、
先ほどまでの里親意向調査ですとか
養子縁組調査などさまざまやってお
りまして、ハッピーゆりかごプロジェ
クトというホームページに載ってお
りますので、もしご興味があれば見
ていただけたらと思います。
それから今やっているのは「里親・
ファミリーホームに関する研究会」
ということで、5 人から 6 人の子ど
もたちを受け入れるファミリーホー
ム制度、そういったものが例えば海外にあるのかとか、里親の種別ですとかそ
ういったところを少し調べて、日本に合ったものを提言していきたいなと思っ
ています。
あとは「子どもの権利を保障する法律と制度に関する研究会」というのも
やっておりまして、これは後でディスカッションのときに話せるかと思うので
すけれども、子どもの権利というものを日本でもう少しきちんと法律に書くよ
うな取り組みをしたいなと思っています。
今後の課題なのですが、家庭で暮らすことが子どもの権利であるということ
を広めていく、皆さんに理解してもらうことがまず重要かなと思っています。
あとは児童相談所と民間フォスタリ
ング機関の増員です。それから専門
性を増やしていくこと。それからやっ
ぱり予算がないとできませんので、
民間フォスタリング機関でも補助金
という形で出ていますけれども、施
設の場合は措置費として子ども 1人

45
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あたり必ず決まった金額が来る。だけどフォスタリング機関は補助金で、子ど
もが何人増えても金額が決まっている上、必ず出るという保証がないというこ
とで、この辺の予算のやり方はやっぱりよくないと思っているので変えていく
必要があるなと思っています。
それから特別養子縁組とかを増やしていくなら、出自を知る体制などを充実
させていく必要がありますし、5番にはさらっと「実親支援の強化」と書いて
ありますけれども、これはビジョンの中でもあんまり進んでいないというか、
ぜんぜん進化が今のところないので、この部分はもうちょっとちゃんとやらな
ければなと思っています。
それから子どもの育ちについてのエビデンスの検証。日本ってすごくエビデ
ンスがないのです。エビデンスがない中で「あれがいい、これがいい」みたい
な話になっているので、そこをきちんとやっぱり検証していってほしいなと思
います。以上でございます。ありがとうございました。

中村　高橋さんありがとうございました。あとでまた本格的なシンポジウムに
しますけれども、何か事実確認的な質問なりありましたら新鮮なうちにござい
ませんでしょうか。どうぞ。

質問者　単純な質問ですみません。今日はありがとうございます。学校法人立
命館一貫教育部で小学校と中学校と高校を担当している者です。単純な質問な
のですみません、私が知らないだけで。「日本の社会的養護の児童数の推移」
というのが最初の方のグラフであったかと思うのですけれども、これは実数で
いってるということなので、少子化なのにこのグラフだということで理解して
よろしいですか、というのが 1点目の質問です。
2つ目は、子ども 1人あたりの家庭養育の施設養育のコストが、乳児院だと
高いというお話があったのですけれども、これは人件費的な問題で高いことに
なっているのかという、この 2点についてお願いします。

高橋　ありがとうございます。1点目は、おっしゃる通り少子化ですけれども
ニーズは変わっていないです。ですから人数割合でいくと、ちょっと上がって
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いるということにはなるとは思います。
それから 2点目ですけれども、人件費はもちろんなのですけれども、施設さ
んですので建物の維持とか人件費とか諸々のものを含めて、全てを含めて大阪
府さんなんかはたぶん割り出した数字だと思います。そうなると施設の方が掛
かるというふうに理解しております。

中村　もうお一方です。昨日到着されました。フランスから安發さんです。簡
単な紹介はここに書いてありますが、パリを拠点にフランス一円でこの社会的
養育のリサーチをされています。国の事情も社会制度も違うので、単純には比
較できないかもしれません。その背景のお話をしていただけると思います。
『親なき子』という書物を書かれていまして、このときは「島津あき」さんと
いう名前です。内容は北海道の家庭学校のルポです。2000 年代に書かれた本
なのです。日本の福祉は進んでいるのかどうなのかという問い掛けをされて、
そしてスイスに行ったというところで書物は終わっているのです。そのスイス
に行かれたあとさらにフランスに行かれたようで、その遍歴も含め、そしてそ
うした知見から日本を照射するとどういうふうに見えるかということも含め
て、トータルに社会的養育について国際比較と日本への問題提起として話をし
ていただければと思います。どうかよろしくお願いします。
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基調講演②　『フランスにおける非血縁家族の現状』

安發　明子（フランス在住コーディネーター）

安發　安發明子と申します。全く無名ですので最初に少し自己紹介をさせてく
ださい。日本で 2000 年代の学生時代に児童自立支援施設でボランティア活動
をし、福祉を必要な人を社会がどのように支えるか、子どもたちにチャンスが
与えられる仕組みを知りたいという気持ちから日本とスイスの児童福祉に関す
る施設をたくさん訪問しました。
当時日本では、研究分野で出ているものを現場の人は読む余裕がなく良い人
材を雇う予算もない、国はまだ社会的養護にあまり関心がなく、国・研究・現
場が連携して取組んでいるとは言い難い状況でした。日本の同年代の若い人に
施設で育つ子どもたちのことを知ってもらいたい、若い人たちが関心を持てば
将来は改善されていくのではないかという気持ちから書いたのが『親なき子』
というルポルタージュ本です。社会制度が違えば子どもの未来が違うというこ
とを日本とスイスの施設にいる子どものライフヒストリーを元に書きました。
フランスに移住してからはパリ市と
パリの北に位置し一番移民の多いサ
ン・ドニ県にて主に児童養護施設で
調査しています。フランスでは県が
福祉の実施主体ですので、県による
違いが大きく、私の調査結果はフラ
ンス全体を表すものではないという
ことはご理解ください。
私が理解したフランスの福祉と教
育についての考え方はこうです。国
の未来を作るのは子どもたちであり、
子どもがwell-being の中で育つこと
が重要であるということです。
まず、全ての子どもに well-being
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が保障されるべきで、福祉は、子どもの権利として全ての子どもに与えられる
もの。そして、社会的養護は、家庭内で保障されていない部分があるとしたら
それを補完するためにあるということです。つまり、社会的養護は福祉の延長
線上にあり、ケアを受けることは逸脱ではないということです。
児童相談所は全ての子どもを含む
予防のセーフティネットの中に位置
付けられ、これらの機関でケアした
上で、これらの機関や市民や家族か
ら子どもが「心配である」とリスク
情報統括部署に連絡があって調査さ
れ、場合によっては裁判がおこなわ
れ、はじめて児童相談所が子どものケアをします。
日本では社会的養護は虐待のイメージが強いのですが、フランスは虐待とい
う言葉は使われておらず「心配なケース」と言います。つまり、実際に身体的
虐待などが起きる前に気がかりなことがあったら対応するという姿勢であると
いうことです。
児童相談所では「予防」と「保護」
二種類に分類しており、予防は在宅
教育支援、保護は施設や里親措置で
す。つまり親元から離すのは危険が
ある場合のみです。
社会的養護だけでも、フランスで
は教育の次にお金がかけられており、
日本はフランスの 1.4 倍未成年がい
るのに、フランスは日本の十倍費用
をかけていることになります。
児童相談所がフォローしている子
どももフランスの方が日本の 10 倍。
日本の数字には非行や精神疾患があ
る子どもも含まれているのですが、
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フランスでは別の計算になっているので、実際は日本の 10 倍以上の割合の子
どもをフランスではフォローしていることになります。児童相談所や社会的養
護という名称もフランス語では「子どものための social aid」であり、広いサ
ポートをイメージする名称です。
フランスは 20 人クラスだと 2クラスに一人くらいが児童相談所のフォロー
を受けていて、人数は多いのですが、必要な時に集中的に実施することを重視
しているので、比較的短期間です。施設についても、一年に入所する子どもの
2/3 は一年以内の短期入所です。施設が 5人くらいの単位だったり、職員の配
置基準が子ども二人に職員一人だったり、なぜここまで手厚いケアを実現でき
ているのか？質問しても返ってくる答えは「『子どもの権利条約』というもの
ができて求められることが具体化したから」「人権に対する意識が変わり以前
の方法は受け入れられなくなったから」「何が効果的かという研究が次々と発
表されているから」などというもので、日本も 25 年前に批准したにも関わら
ず状況は大きく違うため、他の理由を探す必要がありました。
「なぜフランスの児童福祉は社会的関心を集め、発達したのか？」について、
構造の違いから見ていきたいと思います。
社会的養護の歴史としては、それまで孤児の救済は教会の使命だったのが、
1901 年に政教分離原則にもとづき福祉団体をアソシエーションとして県に登
録し県から福祉を委託されるという構図になりました。
社会的養護について国は大まかな指針をたて、実施主体は県、しかし県は児
童相談所を運営しているものの、実際子どもと親のケアをおこなう在宅教育支
援組織、施設や里親は民間団体であるアソシエーションに委託しています。つ
まりアソシエーションが競い合って活動を PRし、県の公募に参加してサービ
スの承認を受け、子どもを受け入れるのです。その中で斬新な取り組みも生ま
れますし、独自の取り組みのアカデミックな裏付けが得られるように研究者と
協力関係を築くことにも積極的で、脳科学、行動療法などさまざまな分野の研
究を貪欲に取り入れ、各種専門家を招いて子どもをみてもらい、競争力をつけ
ようとしています。コングロマリットアソシエーションも生まれているくら
い、企業のような競争原理が働いており、ロビー活動で政治も動かしていま
す。例えばアソシエーションの代表といると、県の担当と昼食会でこんなニー
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ズがある、他さきがけての県にこんな事業を始めたらいいだろうという話が出
たので新しいセクションを作って提案することにしたというような話をよくし
ています。
基本的な委託料は県から支払われているのですが、活動費、つまり子どもが
職員と週末に出かけたり旅行したり習い事をする費用はアソシエーションへの
寄付でまかなわれているので、その広告を見る機会は多く、市民の日々の生活
の中に福祉を知る機会、参加する機会があります。
国の方針にも当事者参加が重要であることは明記されており、県議会の話し
合いや、県の担当者会議、各アソシエーションの会議には児童相談所出身者が
アドバイザーとして参加しています。
そこに現場では移民の影響も大きくあります。フランスは帝国主義時代から
現在に至るまで海外領があり、現在も戦争をしています。その影響で今も移民
を集め続けています。
人の移動について福祉には長い経験があり、そのもたらす影響について知る
機会も幾度もありました。例えば国は 1981 年まで、海外領である Réunion 島
の施設の子どもたちを後継者の少ない農村、家庭内手工業の継承、高齢化対策
としてフランス本土に合計 1600 人移動させ、その多くが精神疾患を発症した
という研究結果が発表されています。
毎年流入する移民の半数は単身で渡仏した未成年です。未成年で家族がいな
いと即日保護され翌日から教育が受けられます。移民と言っても、実際福祉施
設で出会う子どもの多くが紛争地出身ではありません。コンゴ、コートジボ
ワール、ギニアなどフランスの旧植民地から来ています。自国での将来像が描
けず自分で来ることもありますし、家族がお金を出し合って一族で一番優秀な
子どもをフランスに送り、その子が成功して家族を呼び寄せてくれることを期
待しているケースもあります。
そして現場のワーカーたちは、移民一世が成功しないと、二世、三世は大き
なプレッシャーとしわ寄せの中育つことを見てきています。移民については
100 年の歴史があり、その結果を目の当たりにしているので、未来の投資とし
ての教育やケアの必要性については共通認識があると言っていいと思います。
そこに児童相談所のケアを受けて育った若者たちによるMeToo 運動、メ
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ディアの告発など大臣が翌日にも対応を迫らせる場面が度々あり政治にも影響
力があります。
福祉関係者は言います。「子どもを守れば守るほど、将来、行動障害や精神
的な医療が必要、住居や社会保障のお金が必要な大人を減らすことができる。
教育を受けられケアされた子どもは、ケアを受けられなかったときよりよい社
会の未来を作ることができるということを常に世の中に伝えています」。その
ために、メディアに積極的に出る、活動の内容を詳細に公開しているなど広報
活動をしています。特に、調べ物をしていると政府や県の情報が最初に出てく
るようにされていることが正しい理解を進めるのに役立っています。
これらが「国として子どもをケアすること」についての市民の理解を得てい
るということにつながっています。
福祉と社会的養護の柱 =「子どもの権利」+「親であることの支援」と先ほ
ど申し上げましたが、それぞれについて細かく見ていきたいと思います。

①　「子どもの権利」
日本は子どもの権利条約について
国連から「権利を有する人間として
子どもを尊重しない伝統的見解のた
めに子どもの意見の重みが深刻に制
限されている」こと、親に「民法上
の親権概念によって包括的支配をお
こなう権利が与えられていることへ
の懸念」が指摘されており、社会内での子どもの立場自体を考え直すことが求
められています。国際的圧力の中で 2016 年に児童福祉法が改正され、法律上
は「子どもが権利の主体」であることが明確にされましたが、それでもなお、
子どもが助けを求めても父親が反対したために必要な期間保護されなかったた
め死亡したという事件が去年も起きています。
フランスとの一番の違いは、フランスでは「子どもの意思を尊重」している
ことです。その実現のために、専門家が全ての子どもに関わり子どもの福祉守
り、必要であれば司法を利用しています。
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児童福祉の分野で考え方の大きな基軸になっているのは 1900 年代の精神分
析家 Françoise Dolto のものです。子どもには真実を話すこと。子どもは直感
として真実を知っている。子どもは大人と全く平等な存在であるということで
す。
子どもは皆「愛され、ケアされ、心穏やかに暮らし、必要な情報を与えられ
る権利がある」という考えかたなので、親が一部与えられないのであれば福祉
サービスが与えられるよう支援し、親が一時的に与えられない状況であれば、
それを与えてくれるところに預けるというのが福祉と社会的養護の考え方で
す。
そのために、日本にはない子どもを守る制度もあります。例えば匿名出産で
す。もともと出産は無料なのですが、親が子どもを育てられない場合、事前の
手続きなく匿名で病院で出産でき、その子どもは乳児院で専門家たちに最初の
ケアと見極めをしてもらい、2ヶ月の猶予期間を経て一番適した養親が選ばれ
託されます。子どもにとって歓迎され愛情が与えられ、養育環境が整った中で
育つことができるのでチャンスです。
バルマンというフランスの有名なファッションブランドがあるのですが、そ
のデザイナーが匿名出産で生まれた子どもだということは『Wonder Boy』と
いう映画にもなっています。「誰も成功することなど想像しなかった子ども」
という意味で本人がつけたタイトルだそうです。毎年フランスで 600 人の赤
ちゃんが匿名出産で生まれ新しい家族を見つけています。
親に関する情報がなく育った子は、親の情報がある子どもより思春期を乗り
越えるのが難しいという批判があり、バルマンの彼も、似てる人を見かける度
にあれが自分の父なんじゃないかと考えると言っています。知る権利を守るた
めに匿名出産の子どもの出自に関する情報を統括している国の機関が 2006 年
に設置されており、子どもが将来望んだときその機関が親にコンタクトを取り
子どもに情報を提供していいかやりとりを仲介できるようになっています。
妊娠から生後 3ヶ月までは妊産婦幼児保護センター、その後は保育、その後
は学校が、子どもの福祉が保障されているか確認するとともに、子どもから相
談があったらすぐに対応できるようになっています。また、専門家としてリス
クを感知したら情報を上げる義務があります。学校からのリスク情報が一番多
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いそうで、4 歳の子が授業中に眠く
なる、落ち着きがない、友だちをた
たくことがある、家族が必要な持ち
物を持たせない、服が汚れたままで
ある、家族が家を留守にして子ども
だけで夜を過ごしたことがあった、
といった内容だそうです。
それを受け取る専門の部署が各県に設置されている CRIP（心配な情報の収

集と判断を担当する県の機関）です。各教育機関、医療、福祉、警察、市民、
全ての情報を統括し、即裁判官に情報共有して数時間以内に保護したり、調査
をした上で裁判官につなぐか直接児童相談所に支援開始の連絡をします。
全ての人に、子どもがリスク状態にあることを知った場合には通報すること
を義務付けているという点があります。義務を怠った場合には刑事訴追される
（懲役 3年と 550 万円の罰金）可能性もあり、実際、重大な事件があり、叫び
声を聞いていたにも関わらず通報しなかった近隣の住民が刑を受けることもあ
ります。日本の 4倍、この電話番号は使われています。日本は「虐待対応ダイ
ヤル」という名称なので虐待に制限されがちで、フランスがリスクともっと広
いくくりなのも違いです。フランスの法律で定義されているリスク状態とは
「子どもの健康、安全、精神面が危険やリスクにさらされていたり、子どもの
教育的・身体的・情緒的・知的・社会的発達が危険やリスクにさらされている
場合」とされています。
リスク情報を扱う職員は、「連絡する必要があるかないか判断し悩むのではな
く、全員に通告義務があるので、必ず連絡しなければならない。リスクについ
てはリスク専門の人が判断し専門の人が対処する。CRIP に連絡をしたら確実
にチェックしてくれるということが重要」と言っています。
CRIP は児童相談所、PMI、児童養護施設、母子施設などで働いた経験のあ
る児童福祉の各分野の専門家が集まっていてリスク情報の判断をしています。
リスクに関する認識のすり合わせができるように、「子どもと家族を守り予
防する会議」Commission de prevention et de protection d’enfance et des 
familles という各区の会議が毎月開かれていて、地区担当児童相談所職員、区

1.
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内の学校の校長と児童福祉専門職、PMI や医療機関や小児精神医療専門機関
CMP、アソシエーション、皆参加しています。そこではそれぞれ、こういう
ケースがあったという情報を出し合うことで何がリスクでどうサポートするか
話し合われます。
児童相談所でフォローしている子どもの 76%は裁判官命令、施設や里親宅
に措置されている子どもでは 90% なのですが、子ども専門の裁判所があり、
子どもの福祉専門の裁判官が担当します。
親の合意のもと施設や里親措置されている子どもは 10%しかいないという
ことです。子どもの権利という点で司法が関わることには大きなメリットがあ
り、一つは子どもが希望や意見を言う場所が確保されていて、子どもの希望を
叶え子どもを守る判断をくだすことができること。もう一つは、半年か一年に
一度の裁判なので、支援のゴールと節目がはっきりしており、状況が改善した
ら自宅に戻るなどの目標が明らかになることです。そして、親が非協力的であ
るケースを取り逃がさず予防・保護を実現できます。
警察はどこの署も未成年保護班 brigade de protection des mineurs という
専門の部隊がいるので、近隣の人の通報や、学校で子どもが「親に叩かれた」
と言ったら未成年保護班が出動、CRIP 裁判所経由で児童相談所の施設に保護、
それと同時に調査し裁判資料を用意します。つまり未成年が被害届を出したり
訴えなくても検察に資料が出ます。兄弟間の暴力でも、加害者は罰せられま
す。
専門家が子どものwell-being が保障されているか目を配り、必要であれば
司法の判断を仰ぎ、警察も子どもの安全を最優先した専門の部隊がいる。親が
育てられなくても子どもが愛されて育つことのできる仕組みがある。これらが
子どもの権利を守る土台になっています。

予防的視点
次に子どもの権利を守るため予防的視点で取組んでいることについて紹介し
ます。
予防は児童相談所よりずっと大きな仕組みとして取り組んでいて、何重にも
児童福祉の予防・サポート体制がある中で、一番のエキスパート集団として児
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童相談所があるという構図です。な
ので、とても多くの子どもたちが日
常的に他の身近な児童福祉の専門家
のフォローを受けています。
まず、全ての 3 歳未満の子どもを
フォローしている PMI（妊産婦幼児
保護センター）という各区に 1 箇所
以上ある機関が、妊娠がわかったときから 24 ヶ月まで全件チェックをおこ
なっています。
センターではその情報をもとにリスクの可能性のあるケースを選び、妊娠中
から助産師が家庭訪問します。
退院時に産科の判断で支援が入るケースも多いです。私も出産時に外国人で
家族も近くにいないことから、家事ヘルパーを入れた方がいいか、しばらく保
育士に来てほしいかなど病院で退院時に聞かれました。退院後 48 時間以内に
全員に助産師が自宅訪問に来て、その後必要なだけ訪問があります。また、退
院すると一週間、二週間、1ヶ月と決められたタイミングに赤ちゃんの体重を
量りに妊産婦幼児保護センターに行かなければならないのですが、そこの待合
室には心理士や保育士や助産師、児童保護専門医がいて、体重を量ることを口
実に母子の関係がうまくいっているか、子どもの様子も見ています。
3ヶ月から保育園、保育ママ、ベビーシッターという選択肢の中から合った
ものを収入の 1割の額で受けることができます。そもそも結婚をしないことの
方が多いこともあり働く女性が圧倒的に多く、親が仕事ができないことはリス
クとされているので、仕事ができるような体制になっています。保育園には看
護師、心理士、医師がいるので常に専門職と接する機会が与えられており、親
の判断でリスクが放置されない仕組みになっています。
3歳から義務教育なので、3歳になったら必ず教育関係者、児童福祉の専門
家の目の届くところに子どもがいるということになります。
状況が改善されなければより専門的なケアが得られる機関が紹介され、それ
でも状況が改善しなければ児童相談所につながるようになっています。一人の
子どもにリスクが感じられた場合は、一人だけケアすることなくその世帯にい
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る子ども全員と親を対象として、まずは予防として家族まるごとケアをおこな
います。子ども全員が福祉を受けている延長線上に、社会的養護があるので
す。
施設・里親支援が必要になるまで状況が悪化してしまうと、子ども一人当た
り 1日 3-7 万円もかかってしまい、かつ子どもが不適切な状況の中で過ごす期
間が長ければ長いほどリカバリーに時間がかかり引いては国にお金がかかるこ
とになってしまうというのが予防にお金をかける理由だと県の担当者は言いま
す。

②　「親であることの支援」（parentalité）
福祉業界では子どもを育てる、子どもを教育することはとても難しいことな
ので、性教育と同じように学校で「親になること」について教えるべきだとい
う意見もあります。
「親が何でも一人でできなければならない」「親は自分の子どもは自分で対応
するべきだ」という考えではなく、親は子どもをサポートするキーパーソンな
ので親の支援をおこなうことで子どもを守るという考え方をします。
家族のスタイルはフランスではさ
まざまなので、育児は家族内で賄う
べきものであるという考えではなく、
積極的にサポートする体制がありま
す。私のような移民も多くいますし、
結婚していないカップルのもとに生
まれる子どもが日本は 2%であるの
に対しフランスでは 60%です。アフリカや海外領の子をフランスにいる親族
が良い教育を受けさせるため預かっているということもよくありますし、海外
領の中にはそれぞれ違う父親の子が大勢いることを価値としていて父親の育児
協力を前提としていない文化の人もいます。生活保護も個が単位なので、家族
としての単位ではなく、福祉を必要としている個人には福祉を提供するという
体制があります。母親が病気のときに家庭にヘルパーがくるなど臨機応変に無
料のサービスがあります。一貫しているメッセージは、「自分でなんとかしな

2.
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さい」ではなく、「必要なときは助けを求めても良い」ということです。
妊産婦幼児保護センターの助産師は「親になることは誰でも最初は難しく、
完璧な家族などいないので親になることを支える。社会的サービスがあり専門
家がいることを知ってもらい、子どもの幸せのために使ってもらうことを目指
している」と言っています。
親になることの支援については、思春期から、将来親になったときに良い関
係を子どもと築けることまで意識した心のケアがされています。
虐待の背景に、虐待をした母親の幼少期の断絶経験、心理的に孤立して感じ
ている傾向（Tursz）があることが研究でわかっており、なるべく幼少期から
ケアをすることが将来親になったときに重要であると考えられています。産
科、保育園、学校にも心理士がいて心理面の観察とケアをしていますが、実際
小さいうちはより専門的なケアを心理士が勧めても、親によっては学校の心理
士の範囲を超えたケアはおこなわない可能性があります。それが、12 歳以上
になると、親の同意不要で、無料・匿名でカウンセリングを受けることのでき
るセンターを利用することができます。それに加え、避妊がケアのチャンスと
して利用されています。学校の保健室、そして各区にある「家族プラニングセ
ンター」で未成年も無料・匿名で避妊具の支給を受けることができるのです
が、将来親となる未成年のリスクを感知しケアをするのが目的とされていま
す。そのセンターには心理士、婦人科医、パートナー間アドバイザーなどの専
門職がいて、診察の際に自動的に問診で以下の項目を全て一つ一つ質問しま
す。
性生活、パートナー間のDV、暴力被害、過去に暴力を目にした経験、心理
的暴力の経験、性暴力、望まないセックス、売春、麻薬、知らない人との性交
や複数での性交など危険を冒す傾向、精神疾患などについて聞きます。「暴力
を受けたことがありますか？」と聞いたら答えるものなので、リスクを感じた
ら決して取り逃がすことはしないと言います。そういった経験について話せる
場所がある、ということを若い人たちが認識することが大切であるとされてい
ます。ケアを受けてパートナーと対等な関係を築ける、コミュニケーションが
とれる、自分の体を自分のものとして扱えることが親になるにあたって重要で
あるとここの職員は言います。
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社会的養護の中で「親であることの支援」
フランスでは、児童相談所は子どもと親両方に働きかけをおこないます。子
どもが入所していても同じです。子どもへの対応とは別に親支援担当の部署を
別に持っているところもあります。なので、施設措置などは短期で、状況が整
い次第週末やバカンスは自宅で過ごし、親の準備ができ次第在宅教育支援に移
行するようにしています。親子分離でも期間は短く、実親とも積極的なやりと
りがあるのが特徴です。
多くの親にとっては「親であること」の役割が十分全うされていないと裁判
所で子どもの前で指摘されることからのスタートであり、裁判が親子関係に与
えるダメージは大きいとする研究者もいますが、専門家たちがチームになり、
良い親子関係が再構築できるよう模索します。
しかし、1年以上親と連絡がとれない、親が面会や裁判に来なかったり子ども
の必要としていることに応えない場合、親権を剥奪し養子縁組できるよう準備す
る機関もあります。CESSEC Commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle 
chargée d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance（児
童相談所に預けられた子どもの状況を調査検討する学際的、複数機関横断的委員
会）という名前の機関です。
フランスは、重要なポイントについてそれぞれ専門の機関を作ることによっ
て、問題がそのまま放置されないようにし、かつ各関連機関に情報が共有され
るようにしています。他にも社会的養護が全ての県で適切におこなわれている
か情報収集し国に提言する国立研究機関などもあります。
在宅支援もいくつものレベルがあり、エデュケーターが家族のもとで毎日 1
時間過ごすなど裁判で詳細に決められます。例えば子どもの遅刻や欠席が見ら
れるときは、社会家族テクニシャンという 2年で得られる家族生活支援のスペ
シャリストが平日毎朝 7:30-9 時に通い、起床、朝ごはんの準備、朝食、学校へ
の見送りまでを家族と一緒に行うことで生活リズムや生活習慣を作る手伝いを
し、エデュケーターは夕方宿題の時間に行き子どもの教育面を指導しつつ親の
行政手続きなどを手伝うという役割分担をします。そうすると、平日毎日 2時
間半ずつ、二人の専門家が家庭で一緒に過ごすという在宅支援の方法になりま
す。更に親は日中プログラムに通います。
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実親や里親同士がお互いに解決方法を見つけ出すというプログラムも多くお
こなわれています。実親が子どもに対し強いストレスを感じたその当時の状況
を皆の前で話し、それぞれ他の親たちが自分たちだったらどう対応するなどと
意見を言い合い、その場を心理士が交通整理したり言葉にして考えるのを手伝
うというものです。
在宅で、親になることを支え、家族が一緒に暮らせることを重視しているの
で、将来的には、子どもが希望する場合はなるべく親元で暮らしたまま状況を
改善させる方向が目指されています。つまり予防をしっかりすれば保護は必要
なくなることが未来像とされています。
親によっては薬物依存、売春、精神病など環境を整えきれないことがあって
も、子どもが希望すれば自立を視野におく 14 歳くらいから在宅教育支援の形
にし、親を理解した上で適切な距離を置くことを学び、自分自身の人生を設計
していけるように支援しています。例えば、ある 14 歳の女の子は母親が薬物
依存で売春をしているのですが、施設にいると母が電話に出ないことが度々あ
り母が心配で勉強も手につかないので、自宅に戻し、日中は学校に通い、放課
後と休日は日中入所の施設で個別に勉強をみてもらったり心理士やエデュケー
ターに話をするというスタイルに変えました。母の様子、その周りにいる信頼
できない大人など、本人がショックを受ける機会は度々あるのですがその度に
サポートを受け、徐々に自分の未来についても考えられるようになり、結局自
分の判断で、遠い県にある全寮制の職業訓練校を選び親元を離れました。子ど
もにとって難しい現実に日々向き合うことになりますが、自立してから親にた
かられる、親の精神状態に振り回されることなどを防ぎ、有効であると言われ
ています。

里親
社会的養護の中で子どもの権利がどのように実現されているかについてお話
します。
児童相談所や施設の職員はスペシャルエデュケーターまたはソーシャルワー
カーの資格を持っています。ともに 3年間の専門的な学びで得られる資格で
す。エデュケーターは教育の専門職という意味です。里親は家族アシスタント
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と呼ばれていて、国家資格もあります。いずれも 15-17 歳、15-18 歳の専門高
校で得られる保育や高齢も含む対人援助の資格で就職し、その後勉強を続け先
ほどの資格を取得する方法もあります。学業成績が良い一部の生徒しか普通科
高校には行けず、15 歳からこれらの専門高校に進学する生徒は多いので、人
材確保という点では窓口は広いです。
日本は里親を増やすということに注目されがちですが、フランスはそもそも
施設の単位も小さく、多様な専門職がいるなど施設の良い面も多くあるので、
里親か施設という議論はおこなわれず、子どもに合った受け入れ先の選択肢は
多い方がいいという考えです。受け入れ先も子どもの意向をふまえて決めま
す。最初の保護所から、施設や里親をエデュケーターと一緒に見に行き面接し
ます。里親も施設も民間のアソシエーションが運営していることが多いので、
それぞれ個性があり、子どもが気にいるところ、専門家としても子どもに合っ
たところを選ぶことになります。
思春期以降施設入所する理由の一番は親子ゲンカです。つまり、子どもの希
望での入所で、社会サービスとして施設は理解されています。大きくなってか
ら施設に来た子どもに話を聞くと、父が家に連れてきた女性が嫌だった、兄に
いつもバカにされているのに親が見て見ぬふりをしていた、母に家事や兄弟の
世話をさせられていた、母が自分の彼氏の批判をしたという理由で自ら警察の
未成年保護班、児童相談所やCRIP に連絡し、保護され、施設や里親を見学す
るなかで住む場所を選んでいます。その間のステップとして、地域にも子ども
の希望で 3泊くらいまで宿泊できエデュケーターや心理士のケアが受けられる
場所があります。学校から「家出したりよく知らない人のところに泊まったり
するくらいならここに行きなさい」とチラシをもらっていて子どもたちは自分
を守ってくれるシェルターがあることを知っています。
子どもの権利は守られていますが、子どもが主張しすぎていて子どもが施設
に文句をつけて違う施設に移動したり、長い目で見て折り合いをつけるという
練習ができない点やケアの連続性という点ではデメリットもあるように思いま
す。
最後にフランスで里親がどのような役割を担っているかについてお話したい
と思います。
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児童相談所がフォローしている約半分が親子分離しており、うち約半数が里
親宅にいます。県による差が大きく、里親の割合が 13% のところから、86%
のところまでさまざまです。
里親は登録すると子どもを受け入れていなくても固定の月 6万円ほどの給料
が払われるのですが、例えばパリ市の場合は 4ヶ月間子どもが委託されないと
契約解除になるので、評判のいい里親は続き、選ばれないと仕事がなくなると
いう仕組みになっています。契約解除になると他の市や団体に登録することが
できますが、以前の雇用主から情報は共有されます。
里親のプロフィールとしては、受け入れる里子より少し年上の子どもがいる
ことが多いです。つまり 30-40 代で、母子家庭もいます。仕事をしていて副職
として里親をしている人もいます。
施設の方が費用が高く、一人の子供に施設だと月 70 万円、里親だと 28 万
円）かかります。
里親の給料はパリ市の場合 1人の子供の受け入れで約 17 万円、二人預かる
と 28 万円。一人の場合は最低賃金に近いのですが、二人預かっていれば市の
児童相談所職員よりも給料が良い計算です。それに、勤続年数に応じた加算、
緊急受け入れ、障害や病気の子どもの加算などがあり、洋服、日用品、学校で
必要なものの購入代、子供のおこづかい、クリスマスプレゼント代など子ども
にかかる費用は全て別に支払われます。年 46 日有給休暇があり消化しないと
年度末にその分が支払われるので、子供と一緒に旅行に行ったり帰省する場合
は 1,5 ヶ月分給料が増えます。もちろん子供の旅費も別途出ます。
里親の割合は 10 年前に比べ 10% ほど減っています。理由としては、16 歳
以上の子どもは施設や里親に残るのではなく、一人暮らしやルームシェアのア
パート生活で自立の準備ができるようになってきていること、中高生は全寮制
の学校への入学を希望することが増えていることなどです。
里親も子どもも全員心理士のサポートを継続して受けていて、もちろん 24
時間対応の相談窓口があります。里親は障害のある子どもを受け入れる場合な
どは外部の機関で研修を受けることができます。
妊娠中から全ての子どもに権利として福祉を与え、それを専門家が守り、子
どもの意向を汲み取り実現する仕組みがあること。子どもをケアするには親も
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ケアすること。将来良い親子関係が築けるよう幼少期から大人になるまで一貫
して心理に力を入れ被暴力経験は特にケアしようとしていること。それらの環
境を国が整え確保していることをご紹介しました。もちろん、だからといって
完璧が実現できているわけではもちろんないのですが、まずは制度があり専門
性を磨いた人材を育て確保できることが重要だと思います。
最後に福祉職員の言葉を紹介し結びとさせてください。「親が良くない、う

まく対応できていないと考えるのではなく、親自身が困難を抱えていてそうい
う状況になってしまっているということを皆が認識する必要があります。元の
性格が悪くて子どもを殴っている、虐待しようとしているという親は見たこと
がありません。それよりは、親が子どもを前にどうすればいいかわからない、
自身のキャパシティを超えているように感じている、子ども自身が問題を多く
抱えていてとても落ち着きがなく、親が疲れ切っていつもイライラさせられて
結局たたいてしまったということもあります。虐待する親というのは自分の子
供を嫌いな親ではありません。他の方法をとることができない状況だったので
す。親をサポートするという視点で見る、それが世の中の共通認識になる必要
があります」と言っています。
それを実現するためにフランスは幾重も重なるセーフティネットで子どもと
家族をケアする体制を作り上げたのだと考えます。

中村　ありがとうございました。いろいろ聞きたいこともたくさんあると思う
のですが、どうでしょうか。冒頭申しましたけれども、やっぱりため息が出ま
したよね。「そうか、そこまでやってるか」という感じの話はたくさん出てま
いりました。その上で私たちとしてどうするかということを深めたいなと思っ
ています。





パネルディスカッション
「非血縁家族を取り巻く状況の日仏比較と今後の展望」

　　　中村　　正（立命館大学産業社会学部教授）
　　　高橋恵里子（日本財団　国内開発事業部チームリーダー）
　　　安發　明子（フランス在住コーディネーター）
司会：徳永　祥子（立命館大学衣笠総合研究機構客員准教授）

第 2章
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第 2章　パネルディスカッション

「非血縁家族を取り巻く状況の日仏比較と今後の展望」
パネリスト：中村正、高橋恵里子、安發明子

司会：徳永祥子

司会　それでは引き続きパネルディスカッションに移らせていただこうと思い
ます。今日パネルディスカッションの司会進行を担当させていただきます立命
館大学の徳永です。よろしくお願いします。
先ほどの 2部では日本の現状とフランスの状況をかなり集中的にお話しをし
ていただいたところですが、おそらく今はすごい情報が皆さんの頭の中であっ
て、ため息をなんか強制的につかされているようですけれども、消化不良に
なっている方ももしかしたらおられるかもしれませんので、ここでお隣の方、
後ろの方、斜めの方、せっかくこの場にお集まりいただきましたので、自己紹
介とかも含めてまずは専門家として、あとはいろいろフランスの状況も教えて
いただいたのですけれども、1市民として皆さんが感じるところ、考えたとこ
ろなんかをお隣の方と 10 分ほど感想なんかをシェアする時間にしようと思い
ます。それでは 45 分までどうぞご自由にストレスをリリースしてください。

司会　それではお時間になりましたが、いかがですか。少し考えが消化できた
ならよかったかなと思いますが、ここで一旦中村先生の方から、いろいろな補
足であるとか先生のお考えなんかもご発言いただこうと思います。

中村　いま皆さんが話をされたことについてあとで質問も交えてシンポジウム
を展開したいと思います。
私は立命館の教員の中村といいます。よろしくお願いいたします。社会病理
学・臨床社会学という領域を専門にしています。現在は暴力を振るう加害男性
への暴力臨床をおこないながら研究しています。DVと虐待の男性が多いです。
また 10 年程、スーパーバイザーとして少年刑務所でも働いていました。いろ
んな形で脱暴力についての仕事と臨床の場も自分で作りながらやっています。
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虐待親の、先ほどの安發さんの話でいうと親支援と重なるテーマに取り組ん
でいたことが重なります。虐待する親たちへのアプローチです。虐待防止の制
度では「家族再統合」とよんでいます。虐待があると親子分離が行われます。
その間、社会的養育が機能します。施設養育中心だったものを里親やファミ
リーホームへと切り替えが進行しています。
安發さんの話に戻ります。国際比較の場合、何と何を比較しているのかとい
う点が大切となります。比較の仕方や原理は難しいなと思います。今日の切り
取り方で社会的養育の話をしてもらっているのですが、学ぶべき点はやっぱり
フランスでは「子どもの権利」というのが中心に座っているなということで
す。日本では親や家族中心という様相が強いです。
時代の課題とともに貧困、戦争、DV、虐待、ひきこもり、家庭内暴力等と
して社会的養育が社会の主題になってきた歴史があります。現在は家庭内暴力
問題とリンクして社会的養育が焦点になっています。テーマは子ども虐待で
す。安發さんの話だと「注意がいる子ども、心配な子ども」という言い方でし
た。厚労省のデータですが、社会的養護、つまり代替え養育サービスを受けて
いる子どもの約 6割に被虐待経験があるとなっています。
虐待経験があるので、そこからどうやって自立していくかという支援の課題
になります。保護されたあとの養育上の心理的、社会的課題が大きいわけで
す。アタッチメント問題、家庭的養育、永続性の課題、人間関係の再構築、学
力保障等がからまりあっています。民法改正で 18 歳成人となったので、18 歳
の自立へ向けて社会がどう責任をもてるのかが普遍的な課題にもなっているな
かでの社会的養育となります。
社会的養育の可能性を現実のものにしていく際に、それを媒介するエージェ
ンシー、専門職が大切になります。いきなり脱施設・反施設にならないわけな
ので、徐々にどう切り替えていくかという課題です。その中で、拠点になって
いく乳児院の取り組みも先進的として話されたり、それを自治体がバックアッ
プして明石市の例が話されたり、徐々に日本社会も変化している様子が理解で
きます。その変化を貫いている理念が大事で、子ども中心という「子どもの権
利条約」を実質化するのはどうするかという点の分かりやすい焦点として、こ
の社会的養育があるかなと思って整理をしています。
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先ほど冒頭に、今の大学はこうした社会課題のなかの、とくに専門職の要請
の課題に応答できないのではないかと話をしました。安發さんはそこに反応し
てくれて、それで大学が社会人を受け入れて、こうしたフォスタリングソー
シャルワーカー養成はできにくいとうという話をしたら、驚いていました。フ
ランスではできているというのです。つまりフランスの大学教育や高等教育
は、プロフェッショナルをどう養成するかということがずいぶん組み込まれて
いるので、社会実習的な要素がかなり入り込んでいるので、大学が社会の要請
に応えられないというのはあり得ないですと話されるのです。となると大学教
員としては考え直さなければだめだということになります。日本の大学が社会
から逃げているなということです。社会から逆に信用されていないのかもしれ
ません。
日本の大学は社会人のニーズに応答できていないのです。もちろんしかし単
にケースワークのスキル教育があればいいというわけもありません。職業教育
といっても社会のニーズに根ざしてというだけではなく社会的価値の実現とい
う理念が組み込まれるべきでしょう。そこに子ども中心という理念が正面に
座っていて、理念、援助技術、制度や政策などが総体として学べることがいい
のでしょう。エビデンスもきちんと出せるという、そこに学術の価値があるな
というところから始まり議論をしていました。それはフォスタリングの概念が
広いのですね。子どもだけなのですかという話をしていたんです。そうしたら
認知症のお年寄りも家庭で預かります、障害のある人も家庭で預かりますと。
何て言うんでしたか。フォスタリングではない…

安發　里親ですね。なぜかというと、里親自体が家族アシスタントという言い
方をするので、なので親じゃないから、だから自分より年上の人を預かるとい
うことももちろんあります。

中村　というところにまたさらに行きついたのです。だからケアという文脈で
社会的養育を社会のなかで理解すると、虐待の課題がある家族の子どもや何ら
かの社会的な理由がありで生みの親が育てられない子どもだけを社会的にケア
するのではなく、もっと広いということになりますね。社会的養育をケアと置
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き換えていく必要をフランスの話を聴きながら考えさせられたのです。だんだ
ん考え方が狭くなってきているのです。そうすると認知症のあるお年寄りであ
れ、障害のある人であれ、地域で暮らすためには施設ではなくて家庭的なとこ
ろで暮らすような仕組みがもう一回り大きくできあがっている必要がありま
す。子どもだけじゃないんだという話を事前の打ち合わせでもしてくれていま
した。
そしたらまた混乱しまして、これらはいったい何だと言えばいいのだろうか
ということで、行きついたのが「かかりつけファミリーソーシャルワーカー」
なのです。その家にいろんなニーズがある、ライフステージが多様にあるの
で、ライフステージごとにニーズはいっぱい出てきますよね。
さらにそれを支えているのが権利を保障する司法の機能なのです。それは権
利を守るためです。権利を守るためにジャスティスの方が一元的に、たぶん管
理をしているのでしょう。1裁判官 1家族主義というのが成立している。つま
り裁判官がいて、たぶん家庭裁判所のようなところがきちんとその家族のニー
ズに目を向けて、単に触法行為だけではなくて、権利を守るためにその家にか
かりつけファミリーソーシャルワーカーがいて、今はたぶん成年後見的なこと
もするんでしょう。いろんなことをしながら権利を守る。しかしその中には非
行だとか特別支援ニーズがあったりとかそういうのがあるので、そういう作業
もすることになります。
1裁判官 1家族主義というのは、私はアメリカの薬物やアルコールやDV・
虐待を担当する特別裁判所から勉強したことなのですけれども、こういうよう
ないろんな仕組みがそこにできているということを踏まえて安發さんの話を理
解しないと、何か都合のいいところだけ切り取って日本の虐待対応に持ってこ
ようとしているのかなと思うと、聞き間違うなと思ったのです。
ということで、来年度フランスに調査に行こうと思っています。そんなこと
を思うぐらいにずいぶん勉強になりました。かかりつけファミリーソーシャル
ワーカーがいて、それを日本の家庭裁判所のようなところが、権利の保障のた
めに一元的にそれらを地域で支えているのかなということが聞きたかったこと
です。日本財団は社会の責任というか市民社会の責任のようなところを引き受
けているなと思います。実に先駆的にまとめてくれている様子が高橋さんの話
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から伺えました。いつもリスペクトしているのですが、今後どこに引っ張って
いくのかというのをさらに展望として話をしてほしいのです。
ということで、どうしても子どもだけの話になってしまっている。子どもの
話でもいいんですけれども、そういう理解の上で子どものことを切り取るとど
ういうことかな、というのがポイントになるかと思って聞かせてもらったので
す。皆さんが質問を出されるためにも今のような理解がいいのかどうか、ある
いはもっと補足があればしてほしいなと思います。

安發　1裁判官制度についてあまり詳しくないので、ちゃんと今お答えできな
いのですけれど、かかりつけソーシャルワーカー制度というのは確かにそうい
う形で広く家族全体を見ているのですけれども、子どもを保護するとか子ども
についてみんなでチェックするというときには、ソーシャルワーカーがメイン
になるかどうかというのは、その場に応じてなのです。
例えば 3カ月の子と 3歳の子と 16 歳の子の 3人兄弟がいる家のうちの、誰
か例えば 16 歳の子がちょっと暴力的だということで、例えばクリップの例な
んかが入ったとします。そうしたらそれぞれに関わっている…だから 3カ月
だったら妊産婦センターかもしれないし、3歳の子だったら学校か幼稚園かも
しれないですし、16 歳の子だったら高校、それぞれのソーシャルワーカーた
ちが連絡しあって、誰が一番この家族の近くにいるのかということを探すので
す。そしてその中の 2人、それぞれ違うポジション、違う職業で違う機関に勤
めている人がメインとなって、その 3人の兄弟に関わっている全てのワーカー
や専門職から情報を集めて、つまり家族が例えば生活保護を受けていたら生活
保護のワーカーからも連絡をもらいますし、親が例えば精神病だったとしたら
そのお医者さんからも連絡をもらって、その 2人が情報を全部まとめて、こう
いう方向性がいいんじゃないですかというふうにしてに連絡をあげるというも
ので、その場合はもし学校の心理士が一番近くにいて、もう 1つ他の学校の
ソーシャルワーカーが近くにいて、その 2人がメインだとしたら、かかりつけ
ソーシャルワーカーの方は普段その兄弟と関わりがどちらかといえば遠いの
で、彼からもヒアリングして、例えばおばあちゃんの様子はどうだったとか、
お父さんはかつて刑務所に入っていたとかいうことがあったとしたら、そうい
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う情報も全部取るんですけれども、でもその場合はその選ばれた 2人がメイン
となって動きます。

中村　高橋さんの話と重ねると、日本財団の先駆的取り組みはそういうことを
意図していたんだなというふうに考えられるのです。厚生労働省のやってない
ことというか、国の施策の一歩先をいろいろ見ながら取り組みをしていること
がよく理解できたのです。
いま述べたようなことを、虐待とかニーズのある子どもの話についてのこと
だと思いましたが、精神障害を含めた障害全般とかいろんなテーマでクリップ
というのは動いているとすると・・・

安發　クリップは子どもについてです。

中村　そうですね。そういうチームができていて、

安發　地区会議というのでやります。

中村　日本の要保護児童対策地域協議会みたいなのでしょうか。社会病理の領
域のことですが、イギリスに性犯罪の立ち直りの調査に行ったときに、
Circles UK というチャリティー団体に行ったんですね。出所者が 1人出てく
ると、その人を支える 6人のかなり専門的なボランティアが支えていくので
す。出所後 2年間に再犯率が高くなるので、刑務所から出てくると人間関係が
切れやすいので、2年間集中して 365 日 24 時間、お話しボランティアからハ
ローワークに付き添ったり、住居を探したり、いろんなことをする「サーク
ル」ができるのです。当事者のいろんなニーズを汲み取ったり話し合ったりし
ていきます。何か社会復帰のプログラムがあればいいというのではなくて自立
の計画を立てていきます。何かプログラムがあればいいと思っているわけでは
ありません。当事者の回復とかやり直しのプロセスに寄り添いながら、その人
の個性に合わせながらというのがうまくできているなと思って調査をしていま
した。聞きたいのは性犯罪のことではないですけれども、そういう「サーク
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ル」みたいにしてその人を囲んで、より良きチームにといいましょうか、たぶ
んコスト計算すると「納税者」にという意味も出てくるのでしょうけれども、
そこがうまく機能しているなと思いました。結構コストのことも反映されてい
たのですね。いろんなソーシャルサービスが多様に動いているなと思いまし
た。

安發　今のその出所者の話で、例えば施設の子どもについても「ゴッドファー
ザー・ゴッドマザー」という人がいて、日本にもあるかもしれないのですけれ
ども、施設の子どもたちが週末その人たちのところへと。それは完全にボラン
ティアなのですけれども、それでも児童相談所とかとやり取りを経て決まるの
ですけれども、その子どもたちが気が合ったら、その家族がゴッドマザー・
ゴッドファーザーとして、親代わりに週末一緒に過ごしたい、クリスマスにプ
レゼントをもらったり、だから自分たちのことを気にしてくれる夫婦だったり
そういう制度があるのと、あとフランスで言う言葉としては「社会的臍帯」と
か「社会の絆」ということを言われていて、なので全市民がそういった活動を
したいことがあったら、子どもでもいいし高齢者にしてもそういうことを活動
できるように、市役所自体が例えばボランティア活動を呼び掛けたり、市の
ソーシャルワーカーが、子どもについて関わりたいのであればこういう団体が
あってこういうふうにしているよとか、ボランティアを 1日体験しないかと
か、団体を選ぶのってちょっと難しいと思うのですが、市のボランティアだっ
たら参加しやすいじゃないですか。なのでそういう糸口を行政から提案してい
るというような部分があります。

高橋　さっきお話を聞きながらいろいろ考えていたのですけれども、フランス
はすごく子どもを中心としたサービスができていて、本当にすごいなと思って
いて、たぶん日本のいいところは、逆に機能している家族ってそこそこあるん
ではないかと思っていて、フランスは移民の方も多いし、そういった部分が日
本ではまだ少ないし、家族が機能しているところもあるのかなと思いながら聞
いていました。だからと言って家族の問題がもちろん日本でないわけではな
く、最近虐待の報道なんかもかなり多いですけれども、もちろん昔から当然
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あったものが出てきているということなのではないかと思います。
私が日本を見ていていつもすごく思うのは、ソーシャルワークというものへ
の専門性が社会で認識されていないということが非常に問題だなと思っていま
す。それが海外の人と話すとすごく感じるところであって、社会福祉士という
資格はありますけれども、実際ソーシャルワークをしている人がそれを持って
いなくても別にできますし、じゃあ児童相談所とか市とかで働いている方も必
ずしもそれを持っていない。そういうふうに言うと結構びっくりされます。
やっぱり医者は医者、学校で働いている方は先生というふうに比べると、圧
倒的にそこの専門性が足りないという部分を日本はやっぱり変えなければ、今
後の改善はないのかなと思っています。
厚労省でももちろんそういった問題は認識されていまして、いま家庭に関す
る専門性をどうやって確保するか、資格を作るのか、というのは一応検討会は
されていますので、そちらの方の結果を期待しています。
あとはすごくいいなと思ったのは、実動支援のサービスがすごくバラエティ
があるというか、日本で話していて例えば気になる子がいるとか、「放置死」っ
て嫌な言葉ですけれども、親がみてない子がたまに家に来たりとか、たぶん海
外であれば通報されるような子だけれども、児童相談所に通報するのって結構
普通の人にはすごく勇気がいるし、学校の先生だってそんなに児相に通報とか
はなかなかできないと思うのです。そういった中で市町村レベル…クリップと
いうのは区とかそういうレベルですか。

安發　県が全部その情報を統括して、そしてその判断が全部決まってから児相
にその子どもを紹介して、児相が子どもに適したサービスに割り振ると。

高橋　たぶん私、完璧にまだ理解できていないと思うのですけれども、だけど
さっきおっしゃったようなリスクがある子であれば、家庭に例えば支援してく
れる人が来るとか、そういうサービスって日本にないので、やっぱりそれを
作っていくことって必要だなと思います。
あとは子どもの権利の話が何回かお話で出てきて、日本でも子どもの権利条
約は 25 年前に批准しているので変わらないというふうにおっしゃっていたの
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ですけれども、日本は子どもの権利条約を批准したときに国内法の整備を全く
しなかったので、子どもの権利を書いている法律というのは実はほとんどない
のです。児童福祉法の改正が平成 28 年にされたときに確かに理念には入りま
したけれども、子どもの権利っていわゆる一般権利と言われている 4つが、生
命と、差別の禁止と、子どもが自分の意見を言えてそれが尊重されるという権
利と、子どもの最善の利益を Paramount constellation で一義的に考えるとい
うものですけれども、これが子どもに関係するあらゆる場面でじゃあ守られて
いるかというと、全然そんなことはなく、それをきちんと法律に書くというこ
とがいるのかなと。それがないがゆえに、子どもの権利というものへの感覚が
非常に薄いような気が私はしていまして、特に社会的養護とか虐待なんていう
のは、民法に親権が書いてあるのに対し、その親権と子どもの権利というのが
非常にぶつかる場なのです。その中で親権というものが法律にきちんとある、
子どもの権利についてはまだ書かれていない、その中で親権の方が優先されて
しまうということが多いような気がしておりまして、そこはやっぱり解決する
必要があるのかなと思っております。

司会　ありがとうございます。それではここでフロアの方からも質疑の方を取
ろうと思いますが、質問のある方いかがでしょうか。どなたからでもどうぞ。

質問者　フランスの仕組みがまだまだ分からなさすぎるのですが、いま話に
あったところでいくと、在宅に実親家庭にいながらにして、そのゴッドファー
ザー・マザーを活用するみたいなところで、日本でいうと施設の子どもたちが
施設から週末里親というのを活用しているけれども、それは在宅に帰ったらそ
ういう活用はできないということが 1つあると思うし、在宅支援で言うショー
トステイみたいな短期預かりという制度はあるけれども、それもすべて受け入
れ先がないと利用できないというような状況で、本当に必要とされている家庭
が利用できないところの矛盾というか、そういうことがあるし、あとは民間団
体で予防に対する取り組みとして何かをやりたいと思っている団体はあるけれ
ども、それとなかなか行政で必要だとキャッチしている市と民間団体というと
ころの情報のやり取りというか、なかなかつながりが持てないという難しさが
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あるなというのを感じているのですけれども、フランスでは行政と民間がすご
くたくさんあって機能されているのだろうなと思うんですけれども、そのあた
りの仕組みをもう少し教えていただけたらなと思います。

安發　すみません、行政と民間のところの話をもう一回していただけますか。
その分からないところ、行政と民間のやり取りがうまくいかないか、民間がや
りたいのに行政が…

質問者　私が知っている民間団体でも、こういうことを自分たちは支援として
例えば出産前からの支援として入りたいと思っているけれども、なかなか情報
がもらえないから実際やりたい人への支援ができないみたいなことがあって、
そういうのがフランスではたぶんもう確立されているのだろうなと思うのです
けれども。

安發　小さい団体が大きいところから、例えば 1つのセクションから離れたと
かそういうことがあったりしたら、やっぱり最初は行政に PRして、こういう
ところがあるから委託先に選んでくださいねというやり方です。

質問者　行政からの委託というシステムがしっかりとなされているという形で
すね。

安發　でも競争なので、あまりいい評判がもらえないと、やっぱり解散せざる
を得ないというようなこともあります。

質問者　そういう民間をもっと活用できるようなシステムって、日本ではどう
いうふうにできていくのかなというのが 1つと、日本は本当に予防が足りない
なというのは、フランスの取り組みを聞いているとぜんぜん手が足りてないと
いうか、実家庭で子どもたちがしっかりと育つということに対する支援がもっ
とあれば、地域支援としてもっとあれば、その地域で子どもたちが生活してい
けるというのはすごく強く感じているのですけれども、そこが全然足りなく
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て、それがどういうふうに作っていけるかというのは本当に課題なのだろうな
と思っております。
フランスの状況としては、保護を必要とされる子がいたときに、子どもが場
所を選べるみたいなことがあったと思うんですけれども、その中で例えば即日
保護みたいになったときっていうのは、それはここに行きますみたいなのはあ
る程度決まっていたりするのですか。

安發　緊急保護所もありますし、緊急里親もいますし、あとはあまりにも子ど
もが里親はだめだというような選択はできます。

質問者　一旦は緊急の里親さんとか保護所に行くと。里親さんの中でも緊急を
受け入れる人と、それは日本でもそうだと思いますけれども、ある程度長期的
な…。

安發　長期のところの方が評判がいいというか、いい里親さんのところにはで
きれば長期で入る子を入れたくて、なのでどちらかというと緊急に入るという
ことは、そこまでワーカーさんの優先順位が高くないところが緊急になりがち
です。そうすると緊急の場合は丸々 17 万円貰えるわけではなくて、受け入れ
た日数分だけベースとなる 6万円に加算されるので、里親さんもちょっと気づ
いて他のところに登録しますとかいうのもあります。

質問者　職業としてというところが大きく違うなというのは感じました。

安發　先ほどの週末のショートステイについてなのですが、例えば施設とか里
親宅から在宅に戻ったあとも、例えばその子どもの希望で学校がある 4日間は
家で、でも週末に家にいると親と喧嘩してしまうから週 3日は施設とか里親に
行く。あとは学校に行ってる 4日間もうまく過ごせないことがあるから、1時
間は教育者に来てほしいとか、そういったことを臨機応変にすることができま
す。
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質問者　そういった調整っていうのはどこがするのですか。

安發　児童相談所です。

質問者　それは児童相談所がすると。

安發　児童相談所は、主に子どもたちはどこが一番適しているか割り振ってい
きまして、その割り振った先のアソシエーションと民間団体が調整をしたりと
いうことをします。

質問者　でも在宅に行ったあとの週末に家にいてもしんどいからというときの
活用で、そういう費用が発生するということですかね。

安發　半分は里親と半分は在宅支援施設になります。

高橋　そういう民間のアソシエーションというのは、何人ぐらい働いているん
でしょう。そういう方々がいわゆる実親を支援したりとか、サービスを提供し
ているということですよね。

安發　でも企業と同じなので、本当にコングロマリットみたいな全国に 300 カ
所とか 500 カ所とか持っていてというようなところもありますし、徳永さんと
訪問したところとかは 1つの箇所にサービスが 5つあって、親クラブと日本の
いわゆる施設と里親宅と、あとは赤ちゃんを一時預かるみたいなことがありま
す。なのでそれぞれのアソシエーションが、うちはこんな新しい取り組みを始
めましたと県に言って、例えば助施設にしても、特別欲求不満が溜まって暴力
的になるような男の子たちを受け入れている、もうスポーツ施設がめちゃく
ちゃ整っているような施設があって、イライラしたらみんなでバスケしてこい
みたいな、想像したらそういうちょっと多動な子が優先的にそこに流れ込んで
きて、そこのアソシエーションはそれでまたいい面になったりとか、そういっ
たことをしています。
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高橋　そのアソシエーションは株式会社とかでもいいんですか。それとも非営
利団体なのか。あとはそのサービスを評価する団体なんかはあるのでしょう
か。

安發　それは県が見ています。

司会　非営利団体…日本の非営利団体とイコールではないですね。

安發　でも職員の給料とかはちゃんと稼いでいかないと新しいサービスって始
められないから。あと、寄付を半分ぐらい貰っているようなところも多いで
す。

中村　儲けるかどうかでなく「ビジネスモデル」がそこで成り立っているとい
うことだと思うのです。私は「きょうとNPOセンター」という中間支援団体
の理事長もしていまして特に思うことがあります。さっきの官民連携の話で
す。基本的に日本は「公」が市民活動という民間をあまり信用していないので
す。官民のあり方がずいぶん違うと思っています。アソシエーションだった
ら、アメリカだったらNPOとか、社会的企業といいますか、かなり張り合い
ながらヒューマンサービス領域に入り込んでいます。そういう話の理解が一般
的にはどうしても必要で、官民連携というか、そこでいいサービスだったら当
然自治体・公は連携するはずです。それが安上がりになればいいというわけで
はないというところも先ほど指摘されていて、そういうことも大事だなと思っ
ています。
社会復帰というかやり直しの話に戻ります。協力雇用主さんたちがいて、少
年院を出た人たちを職親という形で、これも日本財団でプロジェクトをやって
いましたよね。私は大阪の南部の人たちと調査をしていて、どんな犯罪でも引
き受けますというユニークな職親さんや雇用主さんたちがいます。その人たち
がいろいろ研究しながらエビデンスを出しています。ユニークだったのが、薬
物事犯の話になりますが、違法薬物を使ってしまう人たちがいつ薬物を使うか
という調査をしたのです。そうしたら休みの日だったのです。仕事をさんざん
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して、ああ疲れたなあというとき、つまり土日とか連休とか年末年始にリスク
が高まるということのようでした。これを何とか阻止しなければならないなと
いうことで余暇開発に取り組んでいます。これは職業指導ではないです。「遊
び指導」的でもありますね。余暇の使い方がうまくないのです。だから犯罪に
巻き込まれていく。余暇と犯罪って結構重なっているのだと職親さんの話を聴
きながら思いました。余暇と犯罪は相当重なってくると思います。
でも余暇を指導するって変ですよね。遊び方を指導するって変です。つまり

「余計なお世話」です。だから機会をつくることにしたそうです。参加は自由
です。何をやったかというとボクシングジムなのです。ボクシングジムは人気
だそうです。相当暴力系の人たちもそこに参加してルールのある攻撃的行動へ
と置換していくのだそうです。そこに来てがんばっているのです。そこへもう
1つ大きな一群が参加してきたそうです。ひきこもり系の人たちです。学校に
行かないけれどもジムには来るようになったそうです。さらにそこにまた別の
ひとたちもくるようになったそうです。地元の中学校の生徒指導の先生です。
ひきこもっている人たちが出てきて、関係ない中学校の生徒指導の先生がボク
シングをしているんです。　
それで何がボクシングに効果があるかというと、階級が決まっていますよ
ね。対等な人同士しか対戦できないのです。もちろん喧嘩ではありません。ボ
クシングはスポーツです。そして 3分で終わるんです。そしてダウンしたらレ
フェリーが入ってくるわけです。だからルールがある攻撃性というのを余暇と
して楽しむということがとってもできていて、何度か見学しましたがとっても
楽しそうでした。安發さんのソーシャルワークの多様性のことから思い出しま
した。
地域の中にそういう選択肢がいっぱいあって、本人がそれを選んでいけると
いう。さらに本人がどうやって立ち直りの物語でもいいし、ゴッドファーザー
…ゴッドファーザーというと反社会的勢力のような感じがするんだけれども、
それで本人は物語を作っていけるということを社会が養育の責任保証としてや
れるというのがいいかなと思って聞いていました。だから日本も断片的だけれ
どもそういうのを集めていきながら、コンセプトをきちんとうち立てるという
ことになればいいかなと思いました。そしてエビデンスがあってというあたり
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が大事かなと思って聞いていました。

安發　その不登校の子たちについてもまさにそれはフランスでも同じように言
われていることで、バカンスや土日が特に落ち込むらしいです。なのでバカン
スや土日の間は毎日空いていて、アクティビティをさまざまできるところが
あって、そこの考え方としては何かできる・できたという成功体験、例えば馬
に乗るのが怖かったけれども乗れるようになったとか、そういうのがないと勉
強だってそんなに一生懸命取り組もうと思うようにならないじゃないかという
ようなところなのですけれども、でも地域のことについても、例えば産後うつ
とか日本の友だちで周りでも何人もいるんですけれども、フランスもいること
はいると思うんですが少なくて、そして日本の友だちから「いいよねフランス
は、ベビーシッターとかいるんでしょ」とか言うんですけれども、私だって中
高生のときに例えば近所の母子家庭の子どもとか、毎日放課後うちで預かって
るとか普通だったし、昔はそんなことでわざわざベビーシッターって言ったり
しなかっただけで、そういうやり取りがあったと思うのです。実際ベビーシッ
ターもフランスでずっと産後続けているのですけれども、それも改まったよう
なものではなくて、知り合いの娘さんが高校生だったり大学生だったから預
かってもらうとか、フランス語とか日本語を教える代わりに預かってもらうだ
とか、そういうことをするのがすごく普通なのに、日本の友だちからは「いい
よね、助けるとかそういうのはあんまりうちの親が反対すると思う」とか、だ
からなんかそこら辺ですごくお母さんたちが苦しくなってる部分があるんじゃ
ないかなというふうに思いました。
あともう 1つが、プロとして専門性がないとなかなか指導とか難しいという
ところが、まさに私も公務員をしていたときは生活保護担当で、23 歳の人が
アルコール中毒の人とかを前にいろいろ意見を言ったところで、なんか怒鳴ら
れたりするばっかりだったんですけれども、それがまさにアソシエーションの
民間の強いところで、民間ということは異動を定期的にしなければいけないな
んてそんなルールはもちろんないので、この道 30 年みたいな人たちがたくさ
んいて、そうしたらやっぱり説得力もあるし本当によく分かっているし、そう
いう人たちに普段から例えば私も 3カ月の保育園のときからいろいろ言われて
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いるので、専門家って本当にすごいんだってみんな経験として知っているわけ
なのです。だから話を聞きたいというふうに思うのです。なのでそこら辺、日
本は児童相談所を公務員がしてたりするというので、なかなか両親から信頼を
得るまでの道のりが難しいということもあるのではないかなと思いました。

中村　徳永さんはこのプロジェクトのために准教授をしてもらいお越しいただ
いているのですが、彼女はダブリンでソーシャルワークの学位を取っているの
です。養成課程の話を聴くとプロになっていくプロセスが日本とは異なりま
す。さらに安發さんに聞いたら、大学は単に社会福祉実習ということではな
く、相当に実践的な教育を組み込んでいるはずだといいます。24 単位のうち
60 単位ぐらいはそういうことをしないと修了できないということらしいです。
相当に大学教育が異なる様子です。徳永さんどうですか、ソーシャルワーカー
としてのさっきの高橋さんの専門性の育成は、違いますよね。

徳永　そうですね。あと、18 歳でソーシャルワークになれるというのが、い
まイギリスとかアイルランドでもソーシャルワーカーの職業がすごく不人気に
なってしまったので、いま 18 歳でもソーシャルワークの学部、マスターに進
めるのですけれども、当時、私が学部だった 20 年以上前は、21 歳にならない
とそもそもソーシャルワークの学部に入れなかったのです。なので社会経験や
多くの場合はさまざまな職業経験を経て、また大学に戻る先がソーシャルワー
クというのがあったので、やはり安發さんがおっしゃっていたように、なかな
か対人援助するときに当事者の方と、別に 22、23 歳の人が専門家として成立
しないというわけではないんですけれども、やっぱりその説得力とか経験とか
こちらの自信とか、そういう意味では年齢であるとか人生経験というのが 1つ
大きいのかなと思います。
今日ちょうど講座の方に来ていただいたのですけれども、自分の生育歴とか
自分の家族についても振り返る機会がもしかしたら日本の社会福祉教育の中で
すごくマスで教えるので、私たちのときは 1クラス 6人とか 8人だったので
す。今回の講座は 20 名でやっていますけれども、講座は 20 人ぐらいだと普通
の大学の授業よりかは、自分について振り返る機会になってくれたらというの
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がこの講座では大きい目的にしているのですけれども、やっぱり専門家も 1人
の人間なので、そういう機会がある方がそういう発達があるのかなと思うんで
すけれども。
高橋　社会的養育という意味でちょっと私もいろいろ考えるんですけれども、
このフォスタリングソーシャルワークの卒業式に、京都府立大学の津崎哲雄名
誉教授がいらしてお話をしてくださると聞いていますが、津崎先生ってずっと
里親のことも施設のことも研究していらした方なのですが、彼が書いているの
が、社会的養育の現代化って、要は国が親に恵まれなかった子どもに親代わり
の人を見つけることですというようなことを言ってるんです。やっぱり子ども
に対して責任を持つ大人を見つけてあげるということが国としての役目、「パー
マネンシ―」という言葉の別の言い方なのかなと思いますけれども、必ずしも
養子縁組だけでなくともそういうつながりを保つことは、別に里親でも施設で
もできる。もしくはもっと違った形態でゴッドファーザーとかでもできるのか
なと思っていて、それが子どもにとってすごく大切なのではないかなと、私は
いま思っています。
日本財団で「夢の奨学金」という、社会的養護を出たあとの子どもに奨学金
を提供しているのですけれども、大学に行くような子なので優秀な子どもたち
だと思うのですが、その中でもやっぱり 18 歳になって例えば一人暮らしを始
めると、社会的養護にいたときには出てこなかったいろいろな問題というか、
心の解決されなかったこと、そういうことが出てくる子が多くて、メンタルと
かそもそも自分は何のためにここにいるのかとか、そういうことにやっぱりつ
まずいてしまう子がすごく多くて、それってやっぱり根っこがないというか、
すごく基本的な信頼関係がある人に恵まれてないというところがすごく大きい
のではないかなと、そういう子たちと話していて思うことがありまして、やっ
ぱりそういう基本的な信頼を持って付き合える大人に子どもには是非めぐり
合ってほしいなと思っております。

司会　ありがとうございます。どうでしょう、他にもまだお時間もありますの
で。
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質問者　ここ半年ぐらい安發さんと一緒にお仕事させていただきまして、安發
さんから今回のシンポジウムをご紹介いただきました者です。いろいろと有意
義なお話をお聞かせくださいましてありがとうございました。
質問が 2つぐらいあるのですけれども、フランスのその制度とかに関してな
んですけれども、先ほど安發さんがおっしゃっていた地区のソーシャルワー
カーとか、そういうかかりつけみたいな制度というのは、さっき安發さんがお
話しされていたので多分パリ市のお話で、結構人口が密集している地域のお話
だと思うのです。フランスでパリよりも人口が分散しているような地域だと、
たぶん同じような制度ではいかないような気がしていて、パリ市以外の県でそ
ういう地区のソーシャルワーカーみたいな仕事だとか、そういう仕事の役割を
担っているような機関ってあるのかなというのが 1点です。
あと、先ほど安發さんがおっしゃった児童相談所が子どもと親の両方の支援
をするという中で、親になることに関する教育みたいなことも必要だみたいな
ことをおっしゃっていたと思うのですけれども、そのあたりもう少しどういう
ことを教えているというか、どういうことが大事だと思われているのかなみた
いなのがあれば、教えていただきたいと思います。

安發　このソーシャルワーカー制度については、区ごとにあるということに決
まっているので、なので地方だとしても同じ仕組みなのですけれども、実際、
もしかしたら行ってみたらちょっと働き方が違うということはあるかもしれま
せん。ただ日本と違って、やっぱり一定最初から高齢だとか障害だとか子ども
だとか分かれているわけではないということはどこも同じだそうです。
それから親の支援についてなのですけれども、例えば親が病院に行ったりだ
とか、その子どもの予防接種に行ったりだとか、そういうときに例えば児相の
ワーカーが一緒に付き添って、その児相も親担当と子ども担当とセクションが
分かれているということもあるのですけれども、または、その委託した先の里
親をしているアソシエーションで子ども担当と親担当とワーカーが別々に分か
れているということもあります。そのワーカーが例えばそういうお母さんの大
事な何かのタイミングに一緒に行って、その道中にお母さんと話すことの中か
ら何かつなげられるようなケアがないかというのを拾って、そして例えばその



66

子どもと自分は育ったのが違う国で、フランスで育った子どもと意見が合わな
くて、そこが喧嘩の原因になるとかそういうことであれば、異文化の親子関係
を仲介するような特別な心理士がいるので、そういうところに例えばつなげる
ですとか、そうやって親が何につまずいているのか、何が難しさなのかという
ことをくみ取ることが、その親担当のワーカーの仕事です。
それで民間ですと、自分の行きたいポジションだったり自分の行きたいアソ
シエーションだったり、キャリアアップしていきたいという欲求がもちろんあ
るものなので、そのために大学院に入り直したりだとか、博士課程を取ったり
するソーシャルワーカーだったり、フランスでいうエデュケーターはたくさん
いて、なのである程度ポジションが高い管理職だとかに聞くと、修士は 2つ 3
つは持っていて、しかもそれも範囲が心理とだとかに限らず、例えば心理とリ
スク対応とマネジメントとソーシャルワークを持っているとか、そんな感じで
みんなキャリアアップしていきます。
あとは恒久的家族を得るということには全く拘っていなくて、社会的親とい
うふうにフランス語では言うんですけれども、自分の親以外に社会的ソーシャ
ルな親に出会えたらハッピーだよねというような考え方なので、里親だとか
えって選択肢が限られるわけで、施設だったらもっといろんな大人に会う中
で、どこで自分にとってすごく信頼できる自分のことを考えてくれる大人に出
会えるかというのは、自分次第だと思うのです。なので施設だとしたら大人は
いろいろいるし、施設の子どもだったとしても受け皿が施設だけではなくて、
児相関係でやっている週末過ごせる場所があるんです。その週末を過ごせる場
所はアクティビティを提供しているところで、そこで社会的親に会うかもしれ
ないし、あとはクラブ活動をやっていてもっとソーシャルなクラブ活動で、心
理士も一緒なのです。その心理士も日本だったら対面だったりすることが多い
のですけれども、フランスの場合は子どもの心理士は基本的に一緒にアクティ
ビティをするので、なのでその心理士が例えば一緒に絵を描いて、その中でケ
アを進めていくというような方法を取ったりしていくので、社会的養護の子ど
もにとっても場所がたくさんあって、その中で自分にとっての社会的親を見つ
けて、その人がキーパーソンとなって動いていくというような対応の仕方をし
ています。
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司会　ありがとうございます。他いかがでしょうか。

質問者　1つ質問は、フォスタリングソーシャルワーカーの専門職講座の受講
生の方がここに来ていらっしゃって発言してもいいなと思う方がいらしたら、
感想などを聞きたいなと思っているというのが 1つで、私は小学校、中学校、
高校の教員を 30 年やってきたのですけれども、日本の学校の担任業務って結
構やってきたよなって自分では思っていて、今日はため息だけではなくてホウ
～って思っています。
個人としては、学童もあるし入れなかったりするけれども保育所もあるし、
高いけれども二条駅のすぐ横に託児託老っていう民間のところがあるのです。
そこは看護師さんと保育士さんでスタートしたところで、高齢の方の病院付き
添いもやるし、ちょっと個人的な話ですけれども私の祖母は 99 歳なんです。
認知症でもなく 1人で暮らしていて、でも近くにいる母は 80 歳なんです。だ
から昨日、ケアマネさんとかかかりつけ医とかと 6人でカンファを自宅でやっ
たのですけれども、すごいんです皆さん。その専門性を活かしてうちの母が
ちゃんと介護しきれるかとか、罪悪感ないかとか、どのタイミングでショート
ステイをやっておくかとか、デイケアという発想が 99 歳の祖母にはまったく
ないので、デイケアの話をしたときに、「うん、体験で行ってみたけど年寄り
ばっかりやったで」って。あなたが一番高齢ですからっていう、そういう感じ
の祖母がいるんです。
高齢で 99 歳だから、特別手厚くしてもらっているということもあるかもし
れないですけれども、そういう断片的なことでいうと日本も別にゼロではな
い。一元化されていないだけとか、「ワンストップ窓口」みたいに困ったらこ
こみたいな感じに誰もがアクセスしやすい状態ではなくて、いち早く電話する
のは確かに敷居が高い。でも学校の教員だからしようと思う。あるいはもう
ちょっと虐待と言わずに、リスクということだとか、今の社会的親というのは
まさにいま教員が担っていることで、ご飯を食べられてないなとか、私服汚れ
てるなとか、合宿に持ってくるもの持ってこれてないな、とかいうのは一番気
づくところであったり、歯医者さんとの連携だとか歯科健診も学校でやってい
るし、小学校・中学校・高校って結構やってるよなということをいま思ってい
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ます。
それでソーシャルな親というのは何だろう、受講生の方から感想なりコメン
トなり、もしもしゃべってもいいよという方がいらしたらお願いします。
司会　いいですか。

受講生　失礼します。ちょっと感想を。先週の講座で卒業式に向けて 3分間の
感想を言うようにということを、一人ひとり時間を与えられてそこでもお話を
したんですけれども、そこで言えなかった感想、思っていることなんかをお話
しできたらなと思うのですが、この 8カ月の講座をかけて 1コマずつ依存の勉
強だったり性教育の勉強だったりというのを入れていただいているのです。私
は児童養護施設の職員をしておりまして、そこでも研修は行ってきたのですけ
れども、そこで行く研修では性教育について勉強してきなさいとか、子どもの
アタッチメントのことについて勉強してきなさいとか言われて勉強はしてきた
のですけれども、そこで単発的に行く研修と、この 8カ月間でつながってやっ
てきた研修というのが、自分の中でやっぱりこの 8カ月間やってくるとすごく
しっくりくるんです。
児童養護施設を卒業した子どもたちとも今ものすごく関わっているんですけ
れども、この研修では、自分自身のことだったりその子どものことが頭に浮か
びながら受講することが今できていて、私の中でトラウマってあるのかなって
思っていたのですけれども、この講座を受けてから私の自分の課題ってこれ
だったんだという、ものすごく自分のことを考える時間になっているなと思っ
ていて、今のフォスタリング機関の仕事にどうこの研修を反映させていくのか
というところまでは、今まだ消化はできてないのですけれども、ソーシャル
ワークをする中で自分自身のカラーとか自分の特徴・強みというのをものすご
く考えさせる研修だなと思っています。

司会　ありがとうございます。いいコメントでちょっと感動しました。いい感
想をありがとうございました。

中村　最後は高橋さんが締めてくれるはずです。私の印象は、社会的親・社会
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的養育という言い方が主流になるといいなと思います。養護っていう「護」っ
ていう字はあまり使いたくなかったのです。それは育つ主体が可視化されるか
らです。護ることも必要だけれども自分が育っていくということの機会と資源
と権利をどう保障するかということが、社会的共同養育、社会的親にみんなが
なっていくことだと思います。何か特別な子どもたちというよりも社会的自立
にむけてすべての青年が課題をもっている印象もあります。家族に抱え込まれ
ているという感じもします。
それはやっぱりユニバーサルな課題だと思います。どの子もや社会的な養育
のなかで育つことがいいのかと思います。いまどき家庭でしか育ってないとい
うのは狭いです。
それで 18 歳で成人になるのでひとつのチャンスです。社会が自立を考える
ことになります。18 歳を超えて家にいる人は下宿代を取ったほうがいいなと
思うんです。子どもからきちんと下宿代を取れる親になったほうがいいのでは
ないか。携帯電話で家族割をいつまでもするなと自省もしています。それで私
が個人でできることをしてみました。私は京都市の北区に住んでいますが、娘
が大学生になったときに北区に下宿させたんです。5分ぐらい先のところです
が、そんなこともあって 18 歳の自立ということに一人ひとりがどう責任を持
てるかということなのです。
今の社会の事情からすると、ひきこもりや不登校もありうると思います。ユ
ニバーサルに若者サービスも含めてどうできるかというのを社会が考えていく
ということです。ひきこもりのあとは社会的自立へのサービスがたくさんある
といいかと。ハウジングのこともシェアハウスもいいです。生き延び方に社会
的養育の話がずいぶんと役立つはずです。
それともうひとつ私がこの講座で組んだのは、通例の福祉講座では来ないよ
うな講師を呼んだことです。里子が不登校になったらどうするか。里子が薬物
を使ったらどうするか。里子がものを非行となり盗んだらどうするか。普通は
措置解除として戻されていくかもしれませんが、そのときにきちんと手紙書い
てやり取りできるかどうか。ひとたび我が家にいたんだから手紙のやりとりが
できるといいなと思います。少年院からでもいいから手紙頂戴って言えるよう
な関係はやっぱり作っておきたいですよね。里子が不登校になった。そのとき
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にちゃんと再び学校に行くことだけが不登校の解決ではないよねって言える、
選択肢の幅のあるアドバイスができるような里親になってほしかったのです。
再登校だけが最終解決じゃないと時代は変わっています。学びの多様化という
方法ができたのだから、そうするとホームエデュケーションでもいいんじゃな
いか、認定フリースクールでもいいんじゃないかって言えるような親が目指さ
れるべきなのです。これは里親だけではなく社会の中の親一般にもって欲しい
考えです。再登校刺激だけが親の役割ではありません。それでその講師にお願
いしたのは、「不登校になってよかった」なって言える子どもになってほしい
なっていうことなのです。つまり不登校になってよかったって言えるというこ
とは、不登校を自分の物語にできたということなのです。ネガティブな人生だ
けではなかったよねって言えるといいなと。もし不登校になってなかったら、
いじめで自殺するかもしれません。そうなると、よく不登校を選んだよねって
言えるぐらいの、逆にいうと不登校になってもちゃんと学ぶ機会が保障されて
いけばいい。
薬物もそうなのです。断薬だけが解決形態ではないよねって言える親になり
たいよねと思うのです。というと、相当論争的なので、これもちゃんと薬物
使ってしまったといってハグできるかどうか。こういう親がやっぱりいいかな
と思うのです。薬使えとは言いませんけれども、そんなふうにして立ち直りを
どうアドバイスできるかなとか、いろんなことを考えながら講座を組んでいる
のです。通例のソーシャルワークでは組まないような人をいっぱい呼んでき
て、意識をちょっとかく乱させているのです。家族の多様性が急速に進んでい
る社会の里親というアプローチが大切になります。　
それで大阪ではゲイのカップルが里親認定されています。来年度の講座では
レインボーフォスタリングの話もしようと思っています。
紹介してきたような多様な家族や個人の生き方にそくして社会的養育やケア
も語れるようにしていきたいと考えています。これを全部つないでいく大きな
筋がいります。やっぱり理念がいるなと思うのです。社会的にも特別養子縁組
へと接続していく流れもありますが、やはり基本はライフストーリーワークが
きちんとできて、真実も受け入れられて、みんなが自分の人生の主人公になっ
ていくことが大事かと思います。社会的養育は共同で生きる知恵なのでダイナ
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ミックだと思います。
それから先ほど大学のことに結構安發さんは発言してくれていて、そのぴっ
たりの研究科を作ったのです。立命館の人間科学研究科というんですけれど
も、夜間も来れるしいろんな学位も取れるし、そこの教員たちも個性的です。
いろんなことをやりながらカウンセリングルームに閉じこもらない、社会的に
活動できる心理士をつくろうと思ってやっています。日本財団の一連の先駆的
なプロジェクトに私も共鳴して、結構自由にやらせてくれるのでいろいろ試み
ている取り組みの一端を今日は共有しました。

司会　ありがとうございます。では高橋さんお願いします。

高橋　ちょっとまとまらないのですけれども、お話を伺った中ですごくいいな
と思ったのは、子どもの養育が家族だけのものではないというふうに国全体で
考えているのがいいなと。日本だと育てられないなら無駄みたいな風潮とか、
子どもを育てられないことに対する親がだめだみたいな考えってすごく大きい
ような気がしていて、子どもをケアするのがお役人と地方公共団体の責務であ
るということ。そのためにはやっぱり親を支援するのも責務であるというふう
な考えに日本が変わっていくのがいいんじゃないかなと、私は聞きながら思っ
ていました。
あとは子どもの権利に基づきまして、子どもの権利を中心に据えてすべての
子ども施策を考えていくような方向に日本も行くべきではないかなと思ってい
ます。やっぱり子どもの虐待をいま厚労省も一生懸命やっていますけれども、
厚労省だけでは全国に 200 ある児相だけで解決なんか絶対できるはずがなく、
司法が当然入るべきだし、警察もやっぱり入るべきだと思うし、それを国全体
でやるためにはやっぱり厚労省だけではできず、因みに障害者権利条約だと、
ちゃんと内閣府に障害者政策委員会という障害者の権利条約をモニタリングし
ているところがありますし、女子差別撤廃条約も男女共同参画局があり男女共
同参画会議というのがあって、一応基本計画を作ってやっているわけです。
それに対して子どもの貧困とかはやっていますけれども、子ども全体の権利
を考えた施策というのは日本ではできてないなと思っています。なので子ども
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の権利に関する包括的な「子ども権利基本法」みたいなものを作る。男女共同
参画社会基本法や障害者基本法などがあるのに対して、子どもって権利をちゃ
んと書いた基本法が今ないのです。それをまず作る。それから内閣府の中に、
教育とか厚労省とか警察とか法務局とか全部調整した上で子どもの権利を守っ
ていくような、調整するような「子ども局」みたいなものを作る。そういうこ
とを日本財団としては提案していきたいと思っておりますので、皆さんぜひ応
援してください。ありがとうございます。

司会　それでは今日は長丁場ですけれども、皆さんお付き合いいただきありが
とうございます。今日はこのような形で、フランスを軸に少し日本の現状を考
え直してみる機会になりました。日本財団に助成いただいているフォスタリン
グ・ソーシャルワーク専門職講座についても皆さんに少し知っていただくこと
ができたと思います。今後もいろいろ発信していこうと思いますのでよろしく
お願いします。本日はありがとうございました。お三方もありがとうございま
した。



73

閉会挨拶

中村　フォスタリングについての専門講座をやっていることの還元としての企
画でした。来年度も募集します。現在そういう任についている方はもちろんそ
うなのですが、私としては里親さんも来てほしいのです。さらに里子さんも里
子経験した人もいいなと思っているのです。まだ里親さんは受講できていませ
んが、当事者として講師にお招きしています。とりあえず現在はその任につい
ている方々を対象にしています。
当事者の話を講座にずいぶんと入れています。エピソードを紹介します。ひ
とつは里子さんで実親との関係をどうするかという論点です。私は里親と実親
はもっと関係を取るべきだと思います。なぜならばそこには子どもがいるから
です。両方を知っている子どもがいます。子どもの決断が尊重されるべきで
しょう。子どもから見て里親も実親も自分の親なので、たとえ実親が刑務所に
行ってようが、親と関係をつけたり現実を知ることは大事なことです。勝手に
制度が実親との関係をつくるなというのはおかしいです。その里親さんは実親
との関係をつけている方に話をしてもらいました。なぜならば、その里子が親
を気にしているから。そうしたら実親さんが里子に「この里親のお母ちゃん、
いいで」って言ってくれてるんです。里親はとってもいいお母さんだと里子が
言ってくれているんです実親に。そうしたらその実親が、「私もあんたみたい
な親が欲しかった」って言ったのです。その実親は刑務所に出入りしているん
だけれども、虐待家族に育っているので親に恵まれなかったのです。そうした
ら子どもの話を聞いていると、いいなあその里親って。そんなやり取りができ
るのがいいなと思っているのです。
ですから実親との関係をつけて実親指導をするとかいうのは、とっても理に
適ったやり方だなと思います。なぜならば子どもの権利だからです。実親とど
う関係をつけるかというのは子どもが決めることなのです。社会や国家が勝手
に決めたらいかんと思うのです。今は残念ながらそうなってないです。でも現
実はそういう親たちなのです。というのがとても感銘を受けた当事者の話でし
た。
もうひとつは、里親・里子が終わると特別養子縁組に切り替わっていくとい
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う制度や意向があるわけです。今まで 6歳までだったのが引き上げられまし
た。これ私はやっぱり家族主義、血縁的家族主義、疑似血縁的家族主義が日本
の中にあるなと思う面があります。そこで特別養子縁組の養子さんの体験を聞
く機会を講座でもちました。これは真実告知がうまくいかなかった例なんで
す。
真実告知がうまくいかなかった例があって、これは私がやっている虐待親の
ところにも来るんですけれども、虐待親のグループになっていま虐待している
親なのだけれども、その親が小さいときに里子として育っているのですけれど
も、これは本当に父親、里父がよくないんですけれども、里子が悪さをすると
か非行に走るとか勉強できないというようなことになると、「やっぱりお前
は」っていう言葉が出るらしいのです。これは最悪ですよね。最悪です。突然
のように、「懲罰のように真実告知」がされるという例に出会いました。これ
は本当に最悪です。里親教育ができてないからなのです。親とは何かのはき違
えです。
こんなことを体験していると、自分でいろんなストレスフルなライフストー
リーを描くことになります。ライフストーリーをどう作っていくかということ
について、きちんと親への支援ということが、実親、里親両方ないと。それか
ら日本の場合は血縁家族主義がとても強いので、特別養子縁組主義に回収され
ていくなと思うとすると、その人たちの選択なので自由だと思いますが、やは
りライフストーリーワークが重要となります。私の個人的な意見はすべての親
は里親であると思います。いつまでも子どもを囲い込むなということだと思い
ます。社会的養育の仕組みは、すべての親は社会的親になっていった方がいい
のかなと私は思って、極論風に言っています。変ユニバーサルなテーマがここ
にあるなと思います。来年度も募集しますのでぜひ応募してきてください。
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1

Social Awareness of Death Penalty and Life Imprisonment 
 

1) 2) 
1) 2)  

OTANI, Akinori1) / YAMASAKI, Yuko 2) 

(Global Innovation Research Organization, Ritsumeikan University1) 2)) 

 

: , , ,  

 

2014

 
1,030 515 515

 
52.2%

47.2%

 

2019 10
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2

 

 
 

University Students’ Awareness and Attitudes towards Sexual Minority   
 

 

 

KIM Sungeun 

 (Ritsumeikan University, Ritsumeikan Global Innovation Research Organization) 

 

: LGBT  

 

 

2019 7

42 18.67 SD=0.78

 

LGBT

50 20

23

67 19 14 9.7

4.3

 

 

2019 10  
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Influence of Interviewer's Knowledge on Witness Interviewing and Witness Statements 
 

 

 

YAMASAKI, Yuko1)  

(Ritsumeikan Global Innovation Research Organization) 

 

:  

 

 

5 21.00 SD=1.22

2

 

 

 

2019 10 84  
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4

 

 

How can beginners see Person-Centerd-Therapy 
 

1) 2) 
1) 2)  

ONOHARA, Ai1) / SHIRASAKI, Airi / NAKANISHI,Tatsuya / NAKATA Yukishige 2) 

(Ritsumeikan Global Innovation Research Organization, Ritsumeikan University1) / Graduate School of Psychology, 

Kansai University2)) 

 

: 3  

 

PCT 3

 (Bozarth, 1997 PCT  

PCT 2013

PCT

 

2 6 1 1 6

3

PCT

 

PCT 3

PCT

PCT tribe  

2014  
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5

 

 

Conversation between young children: Observation of playing with sand 
 

 1)  2)  3) 
1) 2) 3)  

HIROSE, Shohei1) / SONODA Kazuko2) / SONODA, Hiroaki 3) 

(College of Comprehensive Psychology, Ritsumeikan University1) / SetsuYuikuen2) / 

TorikaihigashiYuikuen3) ) 
 

:  

 

2019 10
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6

 

15  

The Program Development of the Care and Education with Diversity and Independence for Children with 
Autism Spectrum Disorder (15) 

 
1) )  

1) 2) 3  

SUZUKI, Hikari1) / SAKAGUCHI, Ryuya 1) /FUJITA,Yoshie1) /OHASHI,Kana1) /ARAKI,Michiko2)  

/ARAKI,Hozumi1) /TAKEUCHI,Yosiaki3) 

(Graduate School of Human Sciences, Ritsumeikan University1) / College of Social Sciences, Ryukoku 

University2) /College of Social Sciences, Ritsumeikan University3)) 

 

:  

 

 

2018 4 2019 4 6 4

2  
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7

 

(16) 

The Program Development of the Care and Education with Diversity and Independence for Children with 
Autism Spectrum Disorder (16) 

 

KAMINAKA, Haruna1) / ASAKURA, Mizuki 1) / IDE, Yukako1) / UEKI, Yukine 1) 

/ IZASA,Kazuyuki 2) / MATSUMOTO, Yuu 3) / ARAKI, Hozumi1) / TAKEUCHI, Yoshiaki 4) / 

 (Graduate School of Human Science, Ritsumeikan University1) / Institute of Human Sciences, Ritsumeikan 

University2) /Graduate School of Sociology, Ritsumeikan University3) / Graduate School of Social Sciences, 

Ritsumeikan University4)) 

 

:

 

2018 4 2019 4 1 6
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8

 

The Program Development of the Care and Education with 
Diversity and Independence for Children with Autism 

Spectrum Disorder (17) 

AIBA, Momoko¹/ UKITA, Chisako¹/ Uchida, Shinnnosuke¹/ SATO, Yuki¹/ XU, Man¹/ KIMURA, Shun¹/ 

TAKAHASHI, Honami¹/ TKAMURA, Kiho¹/ YAMAUCHI, Naoya¹/ ARAKI, Hozumi¹/ TAKEUCHI, Yoshiaki²/ 

(¹Graduate School of Human Science, Ritsumeikan University / ²College of Social Sciences, Ritsumeikan 

University)  

 

 

 
2018 4 2019 4 1

2
1

 
2019 9 1 18
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Case classification of everyday inadvertently forgotten : Memory of lapse with cued/spontaneous retrieval 
 

 

 

TOGA, Miyuki 

(College of Comprehensive of Psychology, Ritsumeikan University) 

 

:  

 

, 2006

, 2014

 

 (2014)

- -2018-63
- -2019-67  
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2019  

Report of Statement Analysis Study Group on Its Activities in 2019 
 

1) 2) 3)  
1) 2) 

3)  

YAMADA, Saki1) / HAMADA, Sumio 2) / INABA, Mitsuyuki 2) 

(Ritsumeikan Global Innovation Research Organization, Ritsumeikan University1) / The Kinugasa Research 

Organization, Ritsumeikan University2) / College of Politicy Science, Ritsumeikan University3)) 

 

:  

 

2003

2007

2019 3

2016
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